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は
じ
め
に

本
稿
は
、
大
正
期
か
ら
昭
和
一
〇
年
代
の
日
本
の
代
表
的
国
際
法
学
者
と
さ
れ
る
（

）立
作
太
郎
の
業
績
を
、
日
本
に
お
け
る
国
際
法

1

学
の
受
容
と
展
開
の
中
で
位
置
付
け
、
評
価
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

立
作
太
郎
は
一
八
七
四
（
明
治
七
）
年
に
東
京
で
生
ま
れ
、
日
本
の
国
際
法
学
会
が
設
立
さ
れ
た
一
八
九
七
年
に
（
東
京
）
帝
国

大
学
法
科
大
学
政
治
科
を
卒
業
し
て
い
る
。
彼
は
、
卒
業
後
直
ち
に
同
大
学
大
学
院
へ
国
際
公
法
研
究
の
た
め
に
進
学
し
、
一
九
〇

〇
年
六
月
に
は
「
外
交
史
研
究
ノ
為
満
三
年
間
仏
独
英
三
箇
国
ヘ
留
学
ヲ
命
ゼ
ラ
ル
（

）」。（「
外
交
史
研
究
ノ
為
」
と
さ
れ
た
こ
と
の
理

2

由
は
、
当
時
既
に
寺
尾
亨
・
高
橋
作
衛
と
い
う
二
名
の
国
際
法
講
座
の
先
任
教
授
が
在
籍
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。）
そ
し
て
、

欧
州
留
学
中
に
帝
国
大
学
法
科
大
学
助
教
授
に
任
官
し
、
帰
国
後
の
一
九
〇
四
年
に
教
授
と
な
る
。
そ
の
後
、
一
九
〇
六
年
か
ら
外

交
史
講
座
を
担
当
し
、
翌
年
に
は
国
際
公
法
第
二
講
座
兼
担
、
更
に
、
一
九
一
一
年
に
同
第
一
講
座
兼
担
と
な
っ
て
い
る
（

）。
3

以
上
の
略
歴
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
立
の
研
究
対
象
分
野
は
国
際
法
に
と
ど
ま
ら
ず
、
外
交
史
に
も
及
ん
で
お
り
、
何
れ

の
分
野
に
お
い
て
も
彼
は
膨
大
な
量
の
業
績
を
残
し
て
い
る
。
彼
の
死
後
に
「
立
作
太
郎
博
士
論
行
委
員
会
」
の
手
に
よ
り
編
集
・

公
刊
さ
れ
た
『
立
博
士
外
交
史
論
文
集
』
の
巻
末
に
付
さ
れ
た
「
立
博
士
論
文
目
録
」
に
よ
れ
ば
、「
外
交
史
関
係
」
の
も
の
と
し

て
一
一
〇
編
を
超
え
る
論
考
が
、「
平
時
国
際
法
関
係
」
の
も
の
と
し
て
二
三
〇
編
近
く
が
、
更
に
「
戦
時
国
際
法
関
係
」
と
し
て

五
〇
編
近
く
が
、
各
々
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
雑
誌
論
文
に
加
え
て
、「
立
博
士
著
書
目
録
」
中
に
は
二
六
点
の
著

書
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（

）。
4

こ
の
よ
う
な
膨
大
な
業
績
を
残
し
得
る
こ
と
と
な
っ
た
要
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
得
る
も
の
が
、
立
作
太
郎
を
直
接
に
知
る
人
々
に

よ
っ
て
語
ら
れ
て
き
た
次
の
よ
う
な
彼
の
人
格
な
い
し
性
向
で
あ
る
。

例
え
ば
、『
国
際
関
係
法
辞
典
』
中
で
「
立
作
太
郎
」
の
項
を
執
筆
し
た
安
井
郁
は
、「
要
す
る
に
立
の
真
面
目
は
学
問
一
途
に
生
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き
た
と
こ
ろ
に
あ
り
、
立
の
す
べ
て
の
活
動
と
出
処
進
退
は
そ
の
態
度
で
一
貫
し
て
い
る
の
で
あ
る
（

）」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
横
田

5

喜
三
郎
は
「
国
際
法
に
三
昧
一
途
の
立
作
太
郎
先
生
」
と
題
し
た
一
文
の
中
で
次
の
よ
う
に
立
の
日
常
を
評
し
て
い
る
。

「
文
字
通
り
に
、
朝
か
ら
夜
ま
で
、
月
曜
日
か
ら
日
曜
日
ま
で
、
い
ち
ず
に
国
際
法
を
勉
強
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
俗
事
に
は
、
ま
っ
た

く
か
か
わ
り
あ
い
を
さ
れ
な
か
っ
た
。
政
治
的
な
こ
と
で
あ
れ
、
社
会
的
な
こ
と
で
あ
れ
、
事
務
的
な
こ
と
で
あ
れ
、
学
問
以
外
の
こ
と
は
、

﹇
立
﹈
先
生
に
と
っ
て
は
す
べ
て
俗
事
で
あ
っ
た
（

）。」（﹇

﹈
内
は
明
石
に
よ
る
。
以
下
同
様
。）

6

ま
た
、
一
又
正
雄
は
日
本
国
際
法
学
会
創
設
期
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
情
景
を
記
し
て
い
る
。

「
山
田
三
良
、
山
川
端
夫
と
立
作
太
郎
の
三
人
の
間
の
会
話
で
、
山
田
が
、
立
は
勉
強
し
て
い
れ
ば
、
そ
れ
で
よ
い
、
会
の
運
営
な
ど
無

理
な
の
だ
か
ら
、
自
分
ら
に
任
せ
と
け
、
と
い
え
ば
、
山
川
は
相
づ
ち
を
打
ち
、
立
自
身
笑
っ
て
う
な
ず
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
国
際
法
学
会
の
研
究
と
雑
誌
編
集
の
部
門
が
立
の
仕
事
で
あ
っ
た
（

）。」

7

こ
れ
ら
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
立
作
太
郎
は
「
学
究
肌
の
人
間
」
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の

「
学
問
一
筋
」
と
い
う
評
価
が
正
し
い
と
し
て
も
、
立
が
演
じ
た
別
個
の
役
割
に
も
我
々
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
立
は
、

大
学
院
在
籍
中
か
ら
「
国
籍
取
調
事
務
嘱
託
」（
一
八
九
七
年
一
二
月
）
や
「
新
条
約
実
施
に
関
す
る
取
調
嘱
託
」（
翌
年
五
月
）
と
な

る
な
ど
「
四
十
余
年
に
わ
た
り
、
外
務
省
の
国
際
法
問
題
そ
の
他
取
調
事
務
に
最
も
深
く
関
係
し
、
多
大
の
功
績
を
の
こ
し
た
専
門

の
学
者
（

）」
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
生
涯
に
わ
た
り
「
外
務
省
と
は
き
わ
め
て
深
い
関
係
を
保
ち
」、「
実
質
的
な
国
際
法
顧
問
」
と
し
て

8

活
動
し
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
（

）。
つ
ま
り
、
彼
は
外
務
省
を
通
じ
て
国
際
法
を
巡
る
実
務
に
も
関
わ
り
続
け
た
の
で
あ
る
。

9
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そ
し
て
、
こ
の
「
学
究
」
と
「
外
務
省
の
実
質
的
な
国
際
法
顧
問
」
と
い
う
立
作
太
郎
が
有
し
た
二
つ
の
側
面
を
見
る
こ
と
が
、
大

正
期
以
降
の
代
表
的
な
「
日
本
の
国
際
法
学
者
」
と
し
て
の
立
を
評
価
す
る
際
に
必
要
と
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、

こ
れ
ら
二
つ
の
側
面
に
触
れ
つ
つ
、
日
本
の
国
際
法
（
学
）
受
容
過
程
に
お
い
て
彼
の
著
作
が
有
し
た
と
思
わ
れ
る
実
践
的
な
意
義

に
つ
い
て
の
考
察
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

そ
こ
で
、
以
下
で
は
先
ず
、
立
作
太
郎
が
「
学
究
」
と
し
て
示
し
た
国
際
法
理
論
体
系
と
方
法
論
に
お
け
る
特
色
を
素
描
し
（
第

一
章
）、
次
に
、
立
の
国
際
法
理
論
が
有
す
る
実
践
性
を
二
つ
の
活
動
、
即
ち
、
現
実
に
生
起
す
る
政
治
・
外
交
問
題
に
対
す
る
彼

の
「
学
術
的
」
活
動
と
彼
の
海
外
に
向
け
ら
れ
た
「
学
術
的
」
活
動
（
特
に
、
欧
文
で
公
刊
さ
れ
た
著
作
）
に
つ
い
て
検
討
す
る
（
第

二
章
）。
こ
れ
ら
の
事
柄
を
論
述
と
検
討
の
対
象
と
す
る
こ
と
の
理
由
は
、
こ
れ
ら
が
、
彼
の
「
学
究
」
と
し
て
の
在
り
方
と
そ
の

実
践
的
意
図
（
結
果
的
に
は
、
彼
の
「
実
質
的
な
国
際
法
顧
問
」
と
し
て
の
役
割
の
一
端
を
示
す
も
の
と
な
る
。）
を
提
示
す
る
た
め
の
材

料
と
な
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

第
一
章

立
作
太
郎
の
国
際
法
理
論
の
特
色

第
一
節

国
際
法
理
論
体
系
の
特
色

本
節
で
は
、
立
作
太
郎
の
国
際
法
理
論
の
特
色
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。
以
下
で
、
主
た
る
検
討
対
象
と
さ
れ
る
の
は
、
立
が

残
し
た
複
数
の
国
際
法
概
説
書
（

）の
中
で
も
主
著
と
考
え
ら
れ
る
『
平
時
国
際
法
論
』
と
『
戦
時
国
際
法
論
』
で
あ
る
。（
両
著
の
初

10

版
は
各
々
一
九
三
〇
年
と
そ
の
翌
年
に
日
本
評
論
社
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
執
筆
に
際
し
て
は
、
前
者
に
つ
い
て
は
そ
の
第
六
版

（
一
九
三
七
年
）
を
、
ま
た
『
戦
時
国
際
法
論
』
に
つ
い
て
は
立
の
没
後
の
一
九
四
四
年
に
「
立
博
士
遺
稿
出
版
委
員
会
」（
委
員
長
山
田
三

良
）
に
よ
り
出
版
さ
れ
た
改
訂
版
（

）が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
選
択
し
た
の
は
、
そ
れ
ら
が
何
れ
も
最
新
の
版
で
あ
り
、
立
が
到
達
し
た

11
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最
終
的
な
国
際
法
理
論
体
系
を
示
す
も
の
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（

）。）

12

さ
て
、
立
の
理
論
体
系
の
特
色
を
示
す
た
め
に
は
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
（
Lassa
FrancisLaw
rence
O
ppenheim
（
1858-1919））

の
国
際
法
概
説
書
と
の
比
較
を
行
う
こ
と
が
適
切
で
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
は
、
立
が
有
し
た
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
と
の

次
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
。
即
ち
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
国
際
法
概
説
書
の
第
三
版
（

）が
公
刊
さ
れ
た
際
に
、
立
は
『
国
際
法
外
交
雑

13

誌
』
に
そ
の
紹
介
記
事
を
寄
稿
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
同
書
を
高
く
評
価
す
る
と
共
に
、
学
生
へ
も
推
奨
す
る
旨
を
記
し
て
い
る
の

で
あ
る
（

）。
14

『
平
時
国
際
法
論
』
及
び
『
戦
時
国
際
法
論
』
の
構
成
を
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
概
説
書
の
構
成
と
比
較
し
た
場
合
に
直
ち
に
看
取

さ
れ
る
の
は
、『
平
時
国
際
法
論
』
及
び
『
戦
時
国
際
法
論
』
を
通
じ
て
の
構
成
が
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
概
説
書
の
構
成
に
酷
似
し

て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
（

）。
多
少
の
相
異
（
例
え
ば
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
は
「
国
際
法
の
客
体
」（
T
he
O
bjects
ofthe
Law
of

15

N
ations）
と
題
す
る
第
一
巻
第
二
部
（
Part
II）
に
お
い
て
、
第
一
章
で
「
国
家
領
域
」（
State
T
erritory）
を
、
第
二
章
で
「
公
海
」

（
T
he
O
pen
Sea）
を
、
第
三
章
で
「
個
人
」（
Individuals）
を
各
々
論
じ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
立
は
「
第
三
篇

人
、
船
舶
及
空
間
の

国
際
法
上
の
地
位
」
に
お
い
て
こ
の
表
題
に
登
場
す
る
順
で
各
々
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。）
は
存
在
す
る
も
の
の
、『
平
時
国
際
法
論
』

の
本
論
の
構
成
は
、
後
者
の
概
説
書
の
第
一
巻
（
平
時
：
Peace）
の
そ
れ
と
概
ね
同
一
で
あ
る
。

但
し
、
立
の
理
論
体
系
と
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
そ
れ
と
の
間
に
大
き
な
相
異
点
も
見
ら
れ
る
。
即
ち
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
概
説

書
に
お
い
て
第
二
巻
（「
戦
時
及
び
中
立
」）
冒
頭
（
第
一
部
第
一
章
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
国
家
間
紛
争
の
友
好
的
解
決
」（
A
m
i-

cable
Settlem
entofState
D
ifferences）
に
関
す
る
論
述
は
、『
戦
時
国
際
法
論
』
で
は
な
く
『
平
時
国
際
法
論
』
に
お
い
て
「
第

七
篇

平
時
に
於
け
る
国
際
紛
争
解
決
方
法
」
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
、
立
が
自
ら
の
国
際
法
理
論
体
系
を
構
築
す
る
際
に
、
当
時
高
い
評
価
を
受
け
て
い
た
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
概
説
書
（

）に
16

多
大
な
影
響
を
受
け
て
い
た
と
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
（

）。
17
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第
二
節

方
法
論
的
特
色

本
節
に
お
い
て
後
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
立
は
国
際
法
学
に
お
け
る
方
法
論
に
つ
い
て
の
言
及
を
頻
繁
に
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
の
方
法
論
へ
の
関
心
は
、
次
の
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
彼
の
研
究
者
と
し
て
の
経
歴
の
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
存
在
し
て
い
た
も

の
と
判
断
さ
れ
る
。
即
ち
、
立
は
一
八
九
九
年
に
（
つ
ま
り
、
大
学
卒
業
後
間
も
な
い
、
そ
し
て
留
学
以
前
の
時
点
で
）
ホ
ー
ル
の
概
説

書
（
T
reatise
on
InternationalLaw
）
の
第
四
版
の
本
文
全
訳
書
を
公
刊
（

）し
て
い
る
が
、
同
書
の
「
緒
論
」（
Introductory
Chap-

18

ter）
に
は
国
際
法
の
方
法
論
や
認
識
論
に
関
わ
る
多
様
な
論
点
（「
国
際
法
ト
ハ
何
ソ
ヤ
」・「
国
際
法
ノ
性
質
及
ヒ
淵
源
ニ
関
ス
ル
諸
説
」

（
自
然
法
と
「
人
定
法
」（
positive
internationallaw
）
に
関
す
る
議
論
）・「
人
定
法
主
義
ヲ
執
ル
ヘ
キ
理
由
」・「
其
効
力
ニ
就
キ
疑
ヲ
存

セ
サ
ル
国
際
慣
例
」・「
其
法
律
上
ノ
価
値
ニ
就
キ
テ
疑
ヲ
存
ス
ル
国
際
慣
例
」・「
条
約
」・「
国
家
ノ
行
ヘ
ル
諸
種
ノ
行
為
ニ
就
キ
法
律
上
ノ
価

値
ニ
関
ス
ル
結
論
」・「
国
際
法
ハ
法
律
ナ
リ
ヤ
」）
が
提
示
・
解
説
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
翻
訳
作
業
の
過
程
で
、
立
は
方
法
論
に
関
し
て

か
な
り
の
知
識
を
獲
得
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
有
賀
長
雄
と
の
間
で
展
開
さ
れ
た
（
次
章
で
も
触
れ
ら
れ
る
）「
保
護
国
論
争
」（
但
し
、
こ
れ
は
当
時
用
い
ら
れ
た
名
称
で
は

な
く
、
一
九
七
〇
年
代
中
葉
に
田
中
慎
一
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
用
語
で
あ
る
（

）。）
の
過
程
か
ら
も
、
立
が
研
究
者
と
し
て
早
い
段
階
で

19

方
法
論
的
自
覚
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
論
争
は
幾
つ
か
の
論
点
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
の
中
で
国

際
法
学
方
法
論
に
関
わ
る
部
分
は
次
の
よ
う
に
推
移
し
た
。

先
ず
、
立
は
、
有
賀
の
『
保
護
国
論
』（
一
九
〇
六
年
九
月
公
刊
（

））
に
対
す
る
書
評
の
中
で
、「﹇
有
賀
﹈
博
士
は
政
治
学
上
の
方
法

20

に
依
る
類
別
中
の
各
種
の
保
護
国
に
擬
す
る
に
各
特
有
な
る
国
際
法
上
の
法
理
を
以
て
せ
ん
と
し
保
護
国
の
政
治
学
的
類
別
を
以
て

直
ち
に
国
際
法
学
的
類
別
と
同
一
物
た
ら
し
め
ん
と
試
み
た
り
」
と
の
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
立
は
、
こ
の
書
評

で
は
「﹇
有
賀
﹈
博
士
か
此
点
に
於
て
成
効
せ
る
や
否
や
は
他
日
機
を
得
て
之
を
詳
論
す
べ
き
も
兎
も
角
も
保
護
国
類
別
に
関
す
る

新
機
軸
を
出
せ
る
の
説
と
謂
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
と
し
て
、
明
確
な
批
判
を
展
開
し
て
い
な
い
も
の
の
、
法
律
論
と
政
治
論
の
峻
別
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の
必
要
性
を
示
唆
し
て
い
る
（

）。
こ
の
よ
う
な
立
の
書
評
に
対
し
て
、
有
賀
は
「
国
際
法
に
於
て
法
律
論
と
政
治
論
と
を
全
く
別
視
す

21

べ
き
も
の
と
為
す
は
誤
な
り
」
と
し
、
ま
た
「
国
際
法
に
於
て
は
各
国
政
府
が
国
際
生
活
の
必
要
上
よ
り
実
行
し
た
る
所
の
政
策
を

以
て
事
実
と
し
其
の
各
国
々
民
の
生
活
発
達
に
有
益
な
る
も
の
を
取
て
合
法
と
為
し
、
之
に
有
害
な
る
も
の
を
目
し
て
違
法
と
為
す

次
第
な
れ
ば
、
国
際
法
上
の
事
実
は
元
と
皆
政
治
上
よ
り
出
づ
る
を
断
言
す
べ
し
（

）」
と
の
反
論
を
公
に
す
る
。
そ
こ
で
、
立
は
法
律

22

論
と
政
治
論
の
峻
別
の
必
要
性
に
つ
い
て
再
度
論
じ
、
次
の
よ
う
な
徹
底
的
な
批
判
を
加
え
た
。
即
ち
、
立
は
、
有
賀
の
政
治
論
と

法
律
論
を
混
同
す
る
理
解
に
対
し
て
、「
国
際
法
上
に
於
て
合
法
な
る
や
不
法
な
る
や
又
は
権
利
存
す
る
や
否
や
の
論
は
国
際
各
法

規
及
ひ
条
約
に
適
せ
る
や
否
や
の
論
に
外
な
ら
す
国
際
各
法
規
は
国
際
団
体
に
普
及
せ
る
国
際
慣
例
（
慣
習
法
）
又
は
団
体
内
の
諸

国
間
の
一
般
的
条
約
（
成
文
法
）
に
本
き
て
其
存
在
を
証
明
す
へ
き
も
の
に
し
て
決
し
て
各
国
国
民
の
生
活
発
達
に
有
益
な
る
や
否

や
の
政
治
学
上
の
問
題
の
答
案
に
依
り
其
存
在
と
否
と
を
決
す
へ
き
も
の
に
あ
ら
さ
る
な
り
（

）」
と
し
た
の
で
あ
る
。

23

つ
ま
り
、
有
賀
が
政
治
（
学
）
的
要
素
を
国
際
法
学
に
導
入
し
た
の
に
対
し
て
、
立
は
政
治
（
学
）
的
観
念
と
法
（
学
）
的
観
念

の
峻
別
の
必
要
性
を
説
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
立
の
方
法
論
へ
の
関
心
は
、
そ
の
後
の
研
究
者
生
活
の
中
で
も

繰
り
返
し
姿
を
現
す
。
例
え
ば
、
前
述
の
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
概
説
書
（
第
三
版
）
の
一
九
二
一
年
の
紹
介
記
事
の
中
で
、
立
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
教
授
の
国
際
法
の
著
書
は
、
実
際
上
『
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
』
人
種
の
間
に
発
達
せ
る
実
証
主
義
的
国
際
法
思
想
と

独
逸
流
の
研
究
方
法
を
適
用
し
て
、
大
綱
を
網
羅
し
、
編
纂
の
秩
序
整
然
た
る
大
冊
を
成
す
に
至
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
我
輩
は
許
多
の
点

に
於
て
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
教
授
の
此
の
名
著
に
依
り
啓
発
さ
れ
た
の
で
あ
る
（

）。」

24

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
立
の
方
法
論
的
自
覚
と
政
治
（
学
）
的
観
念
と
国
際
法
（
学
）
的
観
念
の
峻
別
と
い
う
思
考
方
法
は
、
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彼
の
国
際
法
学
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
特
色
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
示
す
一
例
と
し
て
、『
国
際
連
盟
規

約
論
』（
一
九
三
二
年
公
刊
）
に
お
け
る
国
際
連
盟
の
国
際
法
人
格
を
巡
る
次
の
一
節
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

「
国
際
連
盟
は
元
来
一
種
の
条
約
上
の
連
合
た
る
社
団
で
あ
っ
て
、
或
る
一
定
の
事
項
に
関
係
し
て
法
人
格
を
有
し
得
る
も
、
連
盟
規
約

上
の
行
動
に
つ
き
て
は
未
だ
此
点
に
於
て
特
別
の
条
約
の
規
定
又
は
慣
習
国
際
法
の
規
定
の
成
立
せ
ざ
る
今
日
に
於
て
は
、
法
人
格
を
有
せ

ざ
る
も
の
と
認
む
べ
き
で
あ
る
。
国
際
連
盟
即
ち
League
ofN
ationsは
、
其
の
元
来
の
設
立
の
趣
意
に
於
て
、
英
語
の
所
謂
League

即
ち
連
合
で
あ
っ
て
、
法
人
格
を
有
す
る
こ
と
が
明
認
さ
れ
て
居
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
連
盟
規
約
を
全
体
と
し
て
見
れ
ば
、
連
盟
諸
国
間
の
権

利
義
務
を
定
む
る
を
趣
旨
と
し
、
連
盟
其
も
の
を
法
人
格
者
と
為
し
、
之
を
権
利
義
務
の
主
体
と
し
て
認
め
た
る
趣
意
を
窺
ふ
こ
と
を
得
な

い
の
で
あ
る
（

）。」

25

こ
の
一
節
に
は
、
国
際
連
盟
の
法
人
格
に
関
し
て
、
連
盟
規
約
全
体
の
解
釈
論
と
一
般
国
際
法
上
の
国
際
組
織
の
法
主
体
性
に
関

す
る
理
論
全
般
を
巡
る
評
価
に
基
づ
い
た
議
論
と
判
断
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
仮
に
、
国
際
法
学
に
お
け
る
法
実
証
主
義
が

条
約
と
慣
習
法
と
い
う
二
つ
の
形
式
的
法
源
を
中
心
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
立
が
展
開
し
た
議

論
は
ま
さ
に
法
実
証
主
義
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

但
し
、
立
の
法
実
証
主
義
は
実
定
法
の
解
釈
・
適
用
の
み
で
満
足
す
る
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
「
実
定
法
主
義
」
に
基
づ
く
も
の

で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
一
九
一
四
年
に
発
表
さ
れ
た
国
際
法
の
「
淵
源
」
を
巡
る
彼
の
論
考
に
お
い
て
確
認
さ
れ
る
。
立
は
こ

の
論
考
に
お
い
て
、
先
ず
「
国
際
法
の
淵
源
」
の
意
味
に
つ
い
て
五
説
を
挙
げ
た
上
で
、
彼
自
身
は
そ
れ
を
「
各
国
際
法
規
ニ
法
的

効
力
ヲ
與
フ
ル
原
動
力
即
チ
法
ノ
原
力
タ
ル
意
義
」
と
し
て
用
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
淵
源
を
「
国

際
法
団
体
ノ
法
信
即
チ
法
的
確
信
（
Rechtsüberzeugung）」
と
す
る
説
（「
法
信
説
」）
が
自
説
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
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る
。
ま
た
、
こ
の
議
論
の
過
程
に
お
い
て
、
自
然
法
論
の
歴
史
的
役
割
や
そ
の
実
定
法
規
範
と
の
関
係
、
更
に
は
「
国
家
自
己
制
限

説
」、「
国
家
容
認
説
」
等
の
国
際
法
の
拘
束
力
の
基
盤
（
淵
源
）
を
巡
る
議
論
に
つ
い
て
も
、
現
代
の
研
究
者
が
理
解
し
て
い
る
と

同
様
の
（
そ
し
て
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
「
正
確
な
」）
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（

）。
26

「
法
信
説
」
に
依
拠
す
る
実
証
主
義
国
際
法
学
と
い
う
立
の
方
法
論
的
自
覚
は
、
彼
の
晩
年
に
至
る
ま
で
明
確
に
存
在
し
続
け
た
。

し
か
し
、
そ
の
内
容
は
晩
年
に
は
若
干
の
変
化
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
変
化
は
一
九
三
六
年
一
〇
月
上
旬
か
ら
翌
月
上
旬
に
か
け
て

行
わ
れ
た
東
京
帝
国
大
学
法
学
部
に
お
け
る
五
回
の
特
別
講
義
録
を
纏
め
た
も
の
と
さ
れ
る
『
現
実
国
際
法
諸
問
題
』（
一
九
三
七

年
公
刊
）
の
中
に
現
れ
て
い
る
。

一
方
で
、
立
は
、『
現
実
国
際
法
諸
問
題
』
中
の
「
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
の
決
定
に
現
れ
た
る
国
際
法
上
の
主
要
観
念
及
学
説

上
の
背
景
」
と
題
さ
れ
た
章
に
お
い
て
、「
筆
者
は
実
定
法
主
義
を
執
る
も
、
国
際
法
の
拘
束
力
は
国
家
の
意
思
の
み
に
基
く
に
非
ず

と
為
す
の
で
あ
る
」
と
宣
言
し
、
更
に
、「
規
範
の
発
生
及
発
達
は
、
社
会
組
成
員
各
個
の
自
由
意
思
に
基
く
も
の
に
非
ず
し
て
、

窮
局
に
於
て
社
会
的
心
理
及
社
会
的
生
理
に
関
す
る
天
然
律
に
基
く
所
が
あ
る
も
の
と
思
は
れ
る
」
と
説
明
し
て
い
る
（

）。
こ
の
よ
う

27

に
、
国
際
法
の
拘
束
力
の
淵
源
を
単
純
に
国
家
意
思
に
求
め
ず
、「
社
会
的
心
理
及
社
会
的
生
理
に
関
す
る
天
然
律
」
に
求
め
る
と

い
う
立
場
は
「
法
信
説
」
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
晩
年
に
至
る
ま
で
立
の
基
本
的
思
考
に
変
化
は
見
ら
れ

な
い
。

他
方
で
、「
実
定
法
主
義
を
執
る
」
と
す
る
立
の
「
実
定
法
」
の
内
容
は
、
条
約
と
慣
習
法
に
限
定
さ
れ
た
も
の
か
ら
、「
法
の
一

般
原
則
」
が
重
視
さ
れ
た
も
の
へ
と
変
化
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
立
は
、
国
際
法
の
拘
束
力
の
根
拠
を
巡
る
議
論
の
中
で
、
次
の
よ

う
に
「
ウ
ィ
ー
ン
学
派
」
を
批
判
し
つ
つ
、「
法
の
一
般
原
則
」
の
存
在
へ
と
読
者
の
注
意
を
向
け
る
。
即
ち
、
同
学
派
が
実
定
法

を
基
礎
付
け
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
「
仮
説
的
基
礎
（
hypothetische
Grundlegung）」
と
し
て
「
基
本
規
範
（
Grundnorm
）」

を
措
定
し
、
同
学
派
の
多
数
の
学
者
が
「
所
謂
基
本
規
範
と
し
て
pacta
suntservanda（
合
意
は
遵
守
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
）
の
原
則
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を
挙
げ
る
」
の
で
あ
る
が
、
こ
の
原
則
は
条
約
の
拘
束
力
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
る
も
の
の
「
慣
習
法
則
の
拘
束
力
を
説
明
す
る

に
不
充
分
」
で
あ
り
、「﹇
同
学
派
が
﹈
国
際
法
則
を
合
意
法
の
み
に
限
局
し
て
考
へ
、
合
意
法
の
性
質
を
備
ふ
る
に
至
ら
ざ
る
法﹅

の﹅

一﹅

般﹅

原﹅

則﹅

を
無
視
す
る
は
不
可
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
（

）」﹇
傍
点
は
原
文
の
マ
マ
。﹈
と
す
る
の
で
あ
る
。（
同
様
に
、
常
設
国
際
司
法
裁
判

28

所
が
「
ロ
ー
チ
ュ
ス
号
事
件
」
判
決
に
お
い
て
実
定
国
際
法
を
条
約
と
慣
習
に
限
定
す
る
よ
う
な
立
論
を
行
っ
た
こ
と
（

）を
立
は
批
判
し
、「
国

29

際
的
社
会
意
識
に
於
て
、
一
定
の
準
則
が
必
ず
之
に
遵
依
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
認
め
ら
れ
る
の
は
、
必
ず
し
も
条
約
法
及
慣
習
法
の
形
式
を
以
て

す
る
も
の
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
」
と
論
じ
て
い
る
（

）。）

30

こ
の
よ
う
に
立
が
「
法
の
一
般
原
則
」
に
注
目
す
る
こ
と
の
背
景
に
は
、「
国
際
法
に
関
す
る
制
裁
」
に
つ
い
て
「
未
だ
組
織
的

に
編
成
さ
れ
る
社
会
力
に
依
り
規
則
正
し
く
行
は
る
る
所
の
制
裁
を
存
す
る
に
至
ら
な
い
」
と
同
時
に
、「
国
際
法
規
の
規
定
す
る

事
項
も
、
現
在
の
国
際
生
活
の
全
般
を
蔽
ふ
に
至
ら
ず
し
て
、
種
々
の
規
定
上
の
缺
陥
を
存
す
る
」
と
の
「
国
際
法
規
の
不
完
全

性（
）」

と
い
う
彼
の
認
識
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
立
は
そ
の
不
完
全
性
を
「
法
の
一
般
原
則
」
に
よ
り
補
お
う
と
し
て
い
る
も
の
と

31理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
（

）。
32

以
上
の
よ
う
に
、
立
作
太
郎
は
、
若
干
の
変
化
を
伴
い
つ
つ
も
、「
法
信
説
」
に
依
拠
し
た
法
実
証
主
義
を
採
用
す
る
と
い
う
国
際

法
学
方
法
論
を
研
究
生
活
の
早
期
か
ら
自
覚
し
、そ
れ
を
晩
年
に
至
る
ま
で
維
持
し
た
の
で
あ
る
。そ
れ
で
は
、そ
の
よ
う
な
一
貫
し

た
方
法
論
的
自
覚
に
裏
打
ち
さ
れ
た
彼
の
著
作
は
、
現
実
世
界
と
の
関
わ
り
の
中
で
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
二
章

立
作
太
郎
の
国
際
法
理
論
の
現
実
的
意
義

第
一
節
「
実
務
家
」
と
し
て
の
立

立
は
、
若
手
研
究
者
の
時
代
か
ら
没
年
に
至
る
ま
で
、
日
本
の
外
務
省
と
の
関
係
を
一
貫
し
て
有
し
て
い
た
。
既
に
触
れ
ら
れ
た
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よ
う
に
、
彼
は
大
学
院
生
時
代
に
外
務
省
の
嘱
託
と
し
て
働
い
た
。
ま
た
、
三
年
余
に
及
ぶ
欧
州
留
学
か
ら
一
九
〇
四
年
三
月
に
帰

国
す
る
と
、
そ
の
翌
月
か
ら
（
同
年
三
月
に
外
務
省
が
設
置
し
た
）
臨
時
取
調
委
員
会
の
委
員
と
し
て
、
特
に
、「
保
護
国
」
に
つ
い

て
の
調
査
を
進
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
立
は
、
帰
国
以
前
か
ら
こ
の
委
員
会
の
委
員
に
予
定
さ
れ
て
お
り
、
発
足
当
初
の
立
以
外
の

委
員
は
、
珍
田
捨
巳
（
外
務
次
官
・
委
員
長
）、
山
座
円
次
郎
、
倉
知
鉄
吉
、
寺
尾
亨
、
高
橋
作
衛
、
中
村
進
午
で
あ
っ
た
。
こ
の
委

員
会
は
一
九
〇
六
年
二
月
ま
で
存
続
し
た
が
、
国
際
法
学
者
で
あ
っ
た
寺
尾
以
下
の
三
名
は
中
途
で
免
官
乃
至
解
任
と
な
り
、
最
後

ま
で
学
者
と
し
て
委
員
に
と
ど
ま
っ
た
の
は
立
一
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
（

）。
33

そ
の
後
の
立
は
、
一
九
〇
八
年
に
ロ
ン
ド
ン
海
戦
法
規
会
議
専
門
委
員
、
一
九
二
一
年
に
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
全
権
委
員
随
員
、
一

九
三
〇
年
に
ハ
ー
グ
国
際
法
典
編
纂
会
議
帝
国
代
表
顧
問
に
任
命
さ
れ
る
な
ど
、
国
際
会
議
の
場
に
お
い
て
日
本
政
府
の
立
場
を
支

持
す
る
役
割
も
担
っ
た
（

）。
そ
し
て
、
正
式
な
職
位
は
「
嘱
託
」（
非
常
勤
）
で
あ
っ
た
が
、
外
務
省
に
「
立
博
士
」
と
い
う
札
が
掛

34

か
っ
た
一
室
が
設
け
ら
れ
、
実
質
的
な
国
際
法
顧
問
と
し
て
深
い
敬
意
と
厚
い
待
遇
が
立
に
は
与
え
ら
れ
た
と
い
う
（

）。
35

以
上
の
よ
う
な
外
務
省
と
の
密
接
な
関
係
ゆ
え
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
、「
常
務
理
事
立
作
太
郎
博
士
逝
去
」
の
記
事
を
掲
載
し
た

『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
の
「
会
報
」
欄
に
は
東
京
帝
国
大
学
総
長
（
内
田
祥
三
）
の
弔
辞
と
共
に
外
務
大
臣
（
重
光
葵
）
の
弔
辞
が
掲

載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（

）。
36

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
立
の
外
務
省
を
中
心
と
し
た
実
務
的
活
動
よ
り
も
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
事
柄
は
、
彼
が
国
際
法
学
者

と
し
て
展
開
し
た
議
論
そ
れ
自
体
が
有
し
得
た
現
実
的
乃
至
政
治
的
意
義
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
節
以
下
で
は
、
立
の
論
考
と
日
本

の
現
実
の
政
治
・
外
交
と
の
関
連
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

第
二
節

政
治
・
外
交
問
題
へ
の
対
応

立
は
（
当
時
の
多
く
の
国
際
法
学
者
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
）
現
実
に
生
起
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
の
国
際
法
学
的
考
察
を
展
開

立作太郎の国際法理論とその現実的意義
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す
る
論
考
を
多
数
発
表
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
一
九
一
一
年
に
辛
亥
革
命
が
勃
発
す
る
と
、
内
乱
、
交
戦
団
体
、
外
国
の
中
立
義
務

な
ど
の
問
題
が
研
究
対
象
と
な
り
、
翌
年
に
は
多
く
の
研
究
者
が
こ
れ
ら
の
問
題
を
扱
う
論
文
を
公
刊
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
立

は
「
内
乱
の
場
合
に
於
け
る
外
国
の
義
務
」（『
法
学
志
林
』
第
一
四
巻
一
号
（
一
九
一
二
年
一
月
））、「
交
戦
団
体
の
承
認
の
効
力
を
論

ず
」（『
国
家
学
会
雑
誌
』
第
二
六
巻
二
号
（
同
年
二
月
））、「
外
国
の
内
乱
の
場
合
に
於
け
る
不
干
渉
の
義
務
、
並
び
に
新
国
家
又
は
新

政
府
の
承
認
」（『
国
家
学
会
雑
誌
』
第
二
六
巻
三
・
四
号
（
同
年
三
・
四
月
））、「
内
国
戦
争
に
於
け
る
国
際
法
規
の
適
用
」（『
法
学
志

林
』
第
一
四
巻
五
号
（
同
年
五
月
））
と
毎
月
の
よ
う
に
関
連
論
文
を
発
表
し
、
そ
れ
ら
は
一
九
一
二
年
公
刊
の
著
書
『
内
亂
ト
國
際

法（
）』

に
纏
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

37
同
様
の
傾
向
は
、「
第
二
次
日
韓
協
約
」（
一
九
〇
五
年
一
一
月
一
七
日
）
締
結
前
後
に
多
数
の
学
者
に
よ
り
提
起
さ
れ
た
「
保
護

国
」
の
位
置
付
け
と
い
う
問
題
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
立
と
有
賀
長
雄
の
間
で
（
前
章
第

二
節
で
触
れ
ら
れ
た
）「
保
護
国
論
争
」
が
展
開
さ
れ
、
立
は
一
九
〇
五
年
八
月
か
ら
翌
々
年
二
月
ま
で
の
間
に
少
な
く
と
も
五
編
（

）の
、

38

ま
た
有
賀
は
一
九
〇
六
年
二
月
か
ら
翌
年
一
月
ま
で
の
間
に
少
な
く
と
も
四
編
（

）の
、
保
護
国
を
め
ぐ
る
論
考
を
公
刊
し
て
い
る
。

39

立
・
有
賀
間
論
争
の
主
た
る
論
点
は
「
主
権
」・「
独
立
」
の
意
味
と
「
保
護
国
」
の
類
別
に
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
結
局
の
と
こ
ろ

日
本
が
保
護
国
化
し
た
韓
国
の
地
位
に
関
す
る
実
践
的
問
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
（

）。
40

以
上
の
事
実
か
ら
、
現
実
に
発
生
し
て
い
る
政
治
・
外
交
問
題
に
対
し
て
立
が
敏
感
に
反
応
し
、
そ
れ
ら
の
問
題
を
国
際
法
上
の

問
題
と
し
て
扱
う
論
考
を
公
に
し
た
こ
と
は
理
解
さ
れ
る
が
、
そ
れ
で
は
彼
の
立
論
は
ど
の
よ
う
な
現
実
的
（
乃
至
は
政
治
的
）
意

義
を
有
し
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
彼
の
『
米
国
外
交
上
の
諸
主
義
（

）』
と
題
さ
れ
た
著
作
を
題
材
に
論
ず
る
こ

41

と
と
し
た
い
。

こ
の
著
作
に
お
い
て
立
は
、
外
交
政
策
上
米
国
が
主
張
し
た
「
孤
立
主
義
」・「
モ
ン
ロ
ー
主
義
」・「
中
立
の
主
義
」・「
海
洋
自
由

主
義
」・「
門
戸
開
放
主
義
」・「
領
土
保
全
主
義
」・「
ス
テ
ィ
ム
ソ
ン
主
義
」
に
つ
い
て
論
じ
、
更
に
は
「
亜
米
利
加
大
陸
諸
国
の
共
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同
の
主
義
」
と
し
て
の
「
モ
ン
ロ
ー
主
義
」
や
「
ド
ラ
ゴ
ー
主
義
」
等
に
も
言
及
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
主
義
は
米
国
外
交
上
の

政
治
的
原
則
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
歴
史
的
起
源
や
実
際
の
適
用
例
の
み
な
ら
ず
、
各
主
義
を
体
現
し
た
諸
条
約
や
各
主
義
の
国

際
法
上
の
根
拠
等
に
も
立
の
考
察
は
及
ん
で
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
こ
の
著
作
は
国
際
法
学
的
観
点
か
ら
の
評
価
に
も
充
分
耐

え
得
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
本
章
の
主
題
と
の
関
連
で
着
目
す
べ
き
点
は
、
こ
の
著
作
に
お
け
る
立
の
議
論
の
現
実
的
（
乃
至
は
政
治
的
）
意
義
で
あ

る
。
例
え
ば
、
モ
ン
ロ
ー
主
義
の
適
用
に
つ
い
て
、
米
国
が
、
一
方
で
は
、
同
主
義
に
基
づ
き
米
州
の
問
題
に
対
す
る
非
米
州
諸
国

の
介
入
を
排
除
し
な
が
ら
、
他
方
で
は
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
の
利
益
に
容
喙
し
て
い
る
点
を
、「
是
れ
衡
平
の
思
想
上
認
め

難
い
所
で
あ
る
」
と
立
は
批
判
す
る
（

）。
ま
た
、
同
じ
く
モ
ン
ロ
ー
主
義
に
関
連
し
て
、
米
国
は
「
亜
細
亜
大
陸
に
関
し
て
（
モ
ン

42

ロ
ー
主
義
と
同
様
な
る
）
地
方
的
主
義
」
を
認
め
な
い
こ
と
に
よ
り
「
衡
平
上
に
於
て
缺
く
る
」
と
こ
ろ
と
な
り
、「
我
軍
隊
が
印
度

支
那
の
防
護
の
為
に
印
度
支
那
に
進
駐
す
る
や
、
米
国
は
果
し
て
所
謂
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
包
囲
策
の
我
国
を
抑
圧
せ
ん
と
す
る
計
画

の
枢
軸
と
な
っ
て
、
我
国
を
し
て
自
存
自
衛
の
必
要
上
英
米
に
宣
戦
せ
ざ
る
を
得
ざ
る
に
至
ら
し
め
た
の
で
あ
る
」
と
す
る
（

）。
更
に
、

43

「
門
戸
開
放
主
義
」
に
関
し
て
、
立
は
、「
支
那
の
門
戸
開
放
主
義
」
に
焦
点
を
当
て
、
特
に
、
満
州
国
と
同
主
義
と
の
関
係
に
つ
い

て
、
後
述
（
次
節
㈡
）
の
一
九
三
四
年
の
仏
語
論
文
（「
中
国
及
び
満
洲
に
お
け
る
門
戸
開
放
」）
に
お
け
る
と
同
様
の
論
理
を
展
開
し

て
い
る
（

）。
44

こ
の
よ
う
に
、『
米
国
外
交
上
の
諸
主
義
』
に
お
け
る
立
の
行
論
は
、
頻
繁
に
日
本
の
外
交
政
策
の
擁
護
の
た
め
の
も
の
と
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
次
節
で
は
、
同
様
の
傾
向
を
よ
り
一
層
明
確
に
示
す
も
の
と
し
て
、
立
の
対
外
的
な
活
動
に
つ
い
て
考
察
す
る

こ
と
と
し
た
い
。
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第
三
節

立
の
対
外
的
活
動

㈠

国
際
連
盟
法
典
編
纂
活
動
へ
の
寄
与

一
九
二
五
年
か
ら
三
〇
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
国
際
連
盟
の
法
典
編
纂
活
動
に
呼
応
す
る
か
た
ち
で
、
日
本
で
は
国
際
法
学
会
内

に
（
国
際
法
学
会
と
国
際
法
協
会
（
Ｉ
Ｌ
Ａ
）
日
本
支
部
が
合
同
し
て
）
国
際
法
典
編
纂
研
究
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
。
当
初
は
、
一
〇

個
の
主
題
を
扱
う
予
定
で
あ
っ
た
が
、
結
果
的
に
九
個
の
主
題
に
つ
い
て
の
「
国
際
法
典
案
」
が
作
成
さ
れ
、
連
盟
の
法
典
編
纂
委

員
会
に
提
出
さ
れ
て
い
る
（

）。
そ
し
て
、
こ
の
日
本
に
お
け
る
法
典
編
纂
活
動
に
お
い
て
「
主
導
的
な
役
割
を
果
た
し
た
」
者
が
立
作

45

太
郎
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
（

）。
そ
れ
で
は
、
こ
の
国
際
連
盟
の
法
典
編
纂
活
動
に
対
す
る
日
本
の
寄
与
は
ど
の
よ
う
な
評
価
を

46

海
外
に
お
い
て
受
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
九
二
八
年
九
月
一
二
日
に
国
際
連
盟
総
会
第
一
委
員
会
に
お
い
て
、
報
告
者
ロ
ラ
ン
（
H
enriRolin）
は
「
国
際
法
の
漸
進
的

法
典
化
」（
Progressive
Codification
ofInternationalLaw
）
に
関
す
る
総
会
決
議
案
を
提
示
し
た
。
同
決
議
案
に
は
、「
多
様
な

国
際
学
会
に
よ
り
、
そ
し
て
各
国
、
就
中
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
及
び
日
本
、
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
研
究
部
会
（
study
groups）
に

よ
り
」
な
さ
れ
た
貴
重
な
支
援
に
対
し
て
の
謝
辞
が
含
ま
れ
（
第
二
項
）、
更
に
、
ロ
ラ
ン
に
よ
る
決
議
案
の
説
明
に
お
い
て
も
米

国
（
特
に
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
）
と
日
本
に
お
け
る
研
究
協
力
に
言
及
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（

）。（
最
終
的
に
こ
の
決
議
案
は
同
月
二

47

〇
日
に
連
盟
総
会
で
採
択
さ
れ
て
い
る
（

）。）

48

ま
た
、『
米
国
国
際
法
雑
誌
』（
A
m
ercian
JournalofInternationalLaw
）
掲
載
記
事
（

）で
は
、「
国
際
法
典
案
」
に
つ
い
て
次
の

49

よ
う
な
論
評
が
な
さ
れ
て
い
る
。
同
記
事
で
は
、「
国
際
法
典
案
」
の
第
五
草
案
（「
軍
艦
其
ノ
他
ノ
公
船
ノ
地
位
ニ
関
ス
ル
規
程
」）
及

び
第
八
草
案
（「
外
国
人
ノ
入
国
及
追
放
並
在
留
外
国
人
ノ
取
扱
ニ
関
ス
ル
規
程
」）
を
除
く
七
草
案
は
国
際
連
盟
の
委
員
会
が
法
典
化
に

適
す
る
と
し
て
採
択
し
た
主
題
の
リ
ス
ト
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
に
は
実
定
法
と
立
法
化
が
望
ま
し
い
と

さ
れ
る
諸
規
則
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
結
論
的
に
は
、「
紙
数
の
関
係
上
詳
述
で
き
な
い
」
も
の
の
、
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そ
れ
ら
の
草
案
は
「
広
く
回
覧
さ
れ
、
研
究
さ
れ
る
に
値
す
る
」
と
総
体
と
し
て
は
好
意
的
な
評
価
を
受
け
て
い
る
。（
但
し
、
こ

の
よ
う
な
好
意
的
な
評
価
に
至
る
過
程
で
、
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
指
摘
も
行
わ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
国
際
法
の
法
典
化
草
案
の
中
に
「
国
家

政
策
で
は
な
い
と
し
て
も
、
国
家
の
性
向
が
現
れ
る
」
の
は
人
間
の
業
と
し
て
仕
方
の
な
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
草
案
に
つ
い

て
の
一
般
的
合
意
を
得
る
こ
と
は
実
現
さ
れ
難
く
、
こ
の
こ
と
は
特
に
「
国
際
法
典
案
」
の
第
八
草
案
に
つ
い
て
妥
当
す
る
と
評
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
婉
曲
的
な
が
ら
も
、「
国
際
法
典
案
」
が
有
す
る
「
政
治
性
」
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
の
で

あ
る
。）

以
上
の
よ
う
に
、
立
が
作
成
に
携
わ
っ
た
日
本
の
「
国
際
法
典
案
」
は
海
外
に
お
い
て
概
ね
好
評
を
得
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、

次
に
、
立
が
個
人
と
し
て
演
じ
た
対
外
的
学
術
活
動
に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め
に
、
彼
が
欧
文
で
公
刊
し
た
論
考
に
注
目
す
る
こ
と

と
し
た
い
。

㈡

立
の
欧
文
論
考

立
作
太
郎
は
、
欧
文
（
英
文
又
は
仏
文
）
で
も
多
数
の
論
考
を
発
表
し
て
い
る
。
特
に
、『
現
代
日
本
』（
Contem
porary
Japan）

に
は
、
国
際
法
関
連
の
み
な
ら
ず
、
日
本
の
外
交
問
題
に
関
す
る
立
の
論
考
が
多
数
発
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
英
文
雑
誌
は
「
日
本

外
事
協
会
」（
T
he
Foreign
A
ffairs
A
ssociation
ofJapan）
に
よ
っ
て
季
刊
雑
誌
と
し
て
一
九
三
二
年
に
発
刊
さ
れ
、
一
九
七
一

年
に
廃
刊
と
な
っ
て
い
る
。
寄
稿
者
に
は
国
際
政
治
研
究
者
の
み
な
ら
ず
、
政
治
家
（
例
え
ば
、
池
田
勇
人
が
執
筆
者
と
さ
れ
る
論
文

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。）
や
官
僚
等
が
含
ま
れ
て
お
り
、
掲
載
論
文
の
内
容
は
日
本
の
内
政
及
び
外
交
上
の
時
事
問
題
に
関
す
る
論
評

が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
立
が
海
外
で
公
刊
し
た
著
作
に
つ
い
て
の
考
察
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
い
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
海
外
（
欧

米
世
界
、
と
り
わ
け
、
欧
米
の
学
界
）
に
向
か
っ
て
直
接
に
発
信
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
に
示
さ
れ
た
見
解
が
日
本
の
代
表
的
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国
際
法
学
者
の
意
見
と
し
て
欧
米
の
学
界
で
認
識
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
の
重
要
性
が
存
在
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
先
ず
考
察
の
対
象
と
さ
れ
る
の
は
、『
国
際
法
に
お
け
る
国
家
の
主
権
及
び
独
立
と
国
内
問
題
』（
以
下
『
国
内
問
題
』
と

す
る
。）
と
題
さ
れ
た
、
パ
リ
を
発
行
地
と
す
る
一
九
三
〇
年
の
仏
文
著
書
（

）で
あ
る
。
同
書
の
構
成
は
次
の
通
り
と
な
っ
て
い
る
。

50

「
序
文
」
は
安
達
峰
一
郎
（
当
時
、
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
判
事
）
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
続
く
本
論
は
、
第
一
章

「
国
家
主
権
」、
第
二
章
「
国
家
の
独
立
権
」、
第
三
章
「
国
内
問
題
、
即
ち
国
家
の
排
他
的
権
限
に
委
ね
ら
れ
た
問
題
」
及
び
第
四

章
「
結
論
」
と
い
う
構
成
と
な
っ
て
い
る
。

本
書
に
お
け
る
立
の
国
際
法
の
基
本
的
観
念
の
特
色
と
し
て
、
次
の
諸
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
先
ず
、
立
は
「
主
権
」

を
、「
他
の
全
て
の
権
力
の
上
に
存
在
す
る
と
い
う
意
味
で
至
高
で
あ
る
と
い
う
資
格
」
と
し
て
理
解
し
、
絶
対
性
を
必
ず
し
も
含

意
し
な
い
と
し
て
い
る
（

）。
ま
た
、
彼
は
、
国
際
法
の
基
盤
を
自
然
法
や
「
自
己
拘
束
説
」（
但
し
、
前
章
第
二
節
で
触
れ
ら
れ
た
よ
う

51

に
、
立
の
用
語
で
は
「
国
家
自
己
制
限
説
」
と
さ
れ
る
。）
に
求
め
る
こ
と
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
を
諸
国
家
か
ら
な
る
共
同

体
の
「
法
意
識
」（
la
conscience
juridique）
に
求
め
て
い
る
（

）。（
つ
ま
り
、
こ
こ
で
も
「
法
信
説
」
が
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な

52

る
。）
そ
し
て
、
そ
の
意
識
は
、
国
際
慣
習
や
条
約
と
い
う
形
式
で
姿
を
現
し
て
い
る
と
さ
れ
る
（

）。
更
に
、
彼
は
、
国
際
法
と
国
内

53

法
を
二
元
論
的
に
理
解
す
る
と
同
時
に
、
個
人
の
国
際
法
主
体
性
を
承
認
し
な
い
（

）。
54

し
か
し
な
が
ら
、
何
よ
り
も
重
要
な
点
は
、
次
の
主
張
に
あ
る
。
即
ち
、
本
書
の
主
題
と
な
っ
て
い
る
「
国
内
問
題
」
に
つ
い
て
、

立
は
、
先
ず
「
国
内
問
題
」（
les
questions
intérieures）
と
「
国
内
事
項
」（
les
affaires
internes
（

））
を
区
分
し
（
こ
の
区
分
に
つ

55

い
て
立
は
「
あ
ま
り
に
も
微
妙
な
も
の
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
し
て
い
る
。）、「
国
内
問
題
」
を
「
国
際
法
に
よ
り
一
国
家
の
排

他
的
な
権
限
（
la
com
pétence
exclusive）
に
委
ね
ら
れ
た
」
も
の
と
し
、「
国
内
事
項
」
を
「
一
国
家
の
推
定
的
自
由
裁
量
に
基

づ
き
（
de
disposition
libre
présom
ptive）
国
内
的
領
域
（
le
dom
aine
interne）
に
入
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
い
わ
ば
領
域
主

権
の
行
使
の
枠
組
又
は
領
域
権
の
享
有
と
い
う
枠
組
の
中
で
の
こ
と
」
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
同
様
の
事
項
に
関
す
る
国
家
活
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動
に
対
す
る
制
約
が
、
何
ら
か
の
法
規
則
の
効
力
に
よ
っ
て
も
、
何
ら
か
の
条
約
規
定
に
よ
っ
て
も
、
存
在
し
な
い
こ
と
が
明
白
と

な
る
場
合
に
、
国
内
事
項
は
国
内
問
題
の
枠
組
の
中
に
最
終
的
に
留
ま
る
」
と
さ
れ
る
（

）。
そ
し
て
、
国
際
連
盟
規
約
第
一
五
条
八
項

56

の
検
討
を
行
い
つ
つ
、
国
際
法
に
よ
り
規
律
さ
れ
な
い
事
項
で
は
な
く
、
排
他
的
に
国
家
に
委
ね
る
も
の
と
国
際
法
が
実
定
的
に
規

定
し
て
い
る
事
項
こ
そ
が
真
の
国
内
問
題
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
（

）。
57

ま
た
、
別
の
面
で
興
味
深
い
事
柄
を
一
つ
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
著
作
の
中
に
は
日
本
に
関
す
る
記
述
は
出
現
し

て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
そ
れ
ま
で
に
日
本
人
学
者
に
よ
り
欧
文
で
公
刊
さ
れ
た
国
際
法
関
連
著
作
が
概
ね
日
本

の
国
家
実
行
や
法
制
度
、
歴
史
と
い
っ
た
事
柄
の
紹
介
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
立
の
こ
の
著
作

が
新
た
な
学
術
的
価
値
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
（

）。
58

こ
の
時
期
に
お
け
る
立
の
欧
文
著
作
公
刊
活
動
は
活
発
で
あ
り
、
前
著
『
国
内
問
題
』
公
刊
の
翌
年
に
は
「
国
家
の
主
権
と
領
域

権
」
と
題
す
る
仏
語
論
文
を
『
国
際
公
法
一
般
雑
誌
』（
R
evuegénéralededroitinternationalpublique）
に
発
表
し
て
い
る
（

）。
し

59

か
し
、
こ
こ
で
は
立
の
欧
文
著
作
公
刊
活
動
の
実
践
的
意
義
を
考
え
る
上
で
よ
り
重
要
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
、
一
九
三
四
年
に

『
国
際
法
比
較
法
雑
誌
』（
R
evuedroitinterntionaletlégislation
com
parée）
に
掲
載
さ
れ
た
「
中
国
及
び
満
州
に
お
け
る
門
戸
開

放
」
と
題
さ
れ
た
論
文
（

）の
内
容
を
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
こ
れ
は
満
州
事
変
（
一
九
三
一
年
）
を
契
機
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
と

60

思
わ
れ
る
論
考
で
あ
る
。

こ
の
論
文
に
お
い
て
立
は
、「
門
戸
開
放
」
原
則
に
関
連
す
る
一
八
九
八
年
の
英
国
通
牒
と
翌
年
の
合
衆
国
に
よ
る
宣
言
以
降
の

歴
史
の
概
観
を
行
っ
た
上
で
、
一
九
二
二
年
の
九
国
条
約
に
お
け
る
同
原
則
に
つ
い
て
の
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
結
論
と
し
て
は
、

勢
力
圏
内
の
特
殊
権
益
が
同
原
則
に
優
越
す
る
こ
と
、
同
原
則
が
列
強
間
の
も
の
で
あ
っ
て
列
強
と
中
国
と
の
間
の
も
の
で
は
な
い

こ
と
、
元
来
「
機
会
均
等
」
原
則
と
「
門
戸
開
放
」
原
則
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
（
前
者
は
「
最
恵
国
条
項
」
に
表
明
さ
れ
て
い

る
も
の
で
あ
っ
て
、
経
済
的
原
則
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
前
者
が
実
際
に
は
う
ま
く
機
能
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
生
み
出
さ
れ
た
も
の
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で
あ
る
と
さ
れ
る
。）、
門
戸
開
放
原
則
が
政
治
原
則
か
ら
法
的
原
則
と
な
っ
た
の
は
九
国
条
約
締
結
の
と
き
で
あ
る
こ
と
、
同
条
約

に
よ
り
各
国
の
勢
力
圏
か
ら
中
国
全
体
に
同
原
則
が
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
当
初
通
常
の
私
的
商
工
活
動
に
限
定
さ
れ

て
い
た
保
護
の
範
囲
（
同
原
則
の
適
用
範
囲
）
が
最
終
的
に
は
鉄
道
・
電
信
・
電
話
等
の
公
共
部
門
に
も
及
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、

そ
し
て
、
満
州
国
建
国
（
一
九
三
二
年
三
月
一
日
宣
言
）
に
よ
っ
て
、
満
州
地
域
に
つ
い
て
中
国
が
九
国
条
約
に
よ
っ
て
列
強
に
認
め

た
同
原
則
に
関
す
る
諸
義
務
は
満
州
国
に
よ
り
継
承
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
等
々
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
（

）。
尚
、
前
著
『
国
内
問

61

題
』
の
場
合
と
同
様
、
こ
の
論
文
に
お
い
て
も
日
本
の
国
家
実
行
や
政
策
を
巡
る
明
確
な
主
張
や
議
論
は
見
出
さ
れ
な
い
（

）。
62

さ
て
、
以
上
に
瞥
見
し
て
き
た
諸
著
作
に
つ
い
て
共
通
し
た
特
色
と
し
て
、
立
以
前
の
日
本
人
国
際
法
学
者
が
公
刊
し
て
き
た
欧

文
著
作
に
比
し
て
、
理
論
的
に
優
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
得
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
本
稿
で
検
討
さ
れ
る
べ
き
と
思
わ
れ

る
事
柄
は
、
こ
れ
ら
著
作
が
単
に
理
論
的
に
優
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
極
め
て
実
践
的
な
意
図
を
内
包
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

㈢

立
の
欧
文
論
考
の
現
実
的
意
義

既
に
確
認
さ
れ
た
よ
う
に
、『
国
内
問
題
』
に
お
い
て
立
は
、
国
際
法
に
よ
り
規
律
さ
れ
な
い
事
項
で
は
な
く
、
排
他
的
に
国
家

に
委
ね
る
も
の
と
国
際
法
が
実
定
的
に
規
定
し
て
い
る
事
項
こ
そ
が
「
真
の
国
内
問
題
」
で
あ
る
、
と
の
主
張
を
展
開
し
て
い
た
。

こ
の
主
張
の
論
理
的
帰
結
と
し
て
、「
真
の
国
内
問
題
」
の
範
囲
は
極
め
て
限
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
（

）。
そ
し
て
、
こ
の
著
書
の

63

公
刊
時
（
一
九
三
〇
年
）
に
お
い
て
こ
の
主
張
が
も
た
ら
し
得
る
現
実
的
効
果
を
日
本
の
対
外
政
策
に
即
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
日

本
の
中
国
に
対
す
る
干
渉
を
容
認
す
る
た
め
の
法
的
根
拠
と
し
て
の
効
果
を
有
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。（
勿
論
、
こ
の
よ
う
に

「
国
内
問
題
」
の
意
味
を
極
め
て
狭
く
解
す
る
こ
と
は
、
国
際
連
盟
が
関
与
で
き
な
い
事
項
の
範
囲
を
限
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、

連
盟
を
通
じ
て
の
紛
争
解
決
の
可
能
性
を
増
大
さ
せ
る
と
い
う
効
果
を
も
有
す
る
。）
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ま
た
、
一
九
三
四
年
の
「
中
国
及
び
満
州
に
お
け
る
門
戸
開
放
」
論
文
で
は
、
満
州
国
建
国
に
よ
っ
て
満
州
地
域
に
つ
い
て
中
国

が
九
国
条
約
に
よ
っ
て
列
強
に
認
め
た
門
戸
開
放
原
則
に
関
す
る
諸
義
務
は
満
州
国
に
よ
り
継
承
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
旨
の
主
張

が
提
示
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
満
州
国
に
対
す
る
列
強
の
介
入
を
排
除
す
る
た
め
の
法
的
論
拠
と
し
て
機
能
し
得
た
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
日
本
と
満
州
国
の
当
時
の
関
係
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
満
州
へ
の
列
強
の
介
入
を
排
除
す
る
こ
と
が
日
本
に
と
っ
て
の
現

実
的
重
要
性
を
有
す
る
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
（

）。
64

こ
の
よ
う
に
し
て
、
以
上
の
二
著
作
に
お
い
て
は
日
本
の
国
家
実
行
や
対
外
政
策
に
つ
い
て
の
明
確
な
直
接
的
言
及
は
見
ら
れ
な

い
も
の
の
、
そ
し
て
ま
た
立
自
身
の
意
図
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
で
展
開
さ
れ
て
い
る
国
際
法
的
議
論
の

論
理
的
帰
結
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
著
作
が
公
刊
さ
れ
た
時
点
で
の
日
本
の
（
特
に
、
中
国
・
満
州
を
巡
る
）
対
外
政
策
の
目
的
遂
行
に
と

っ
て
有
利
に
作
用
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
日
本
の
対
外
政
策
と
の
合
致
な
い
し
は
そ
の
支
持
と
い
う
傾
向
は
、
一
九
三
七
年
に
英
文
で
公
刊
さ
れ
た

（
但
し
、
発
行
地
は
日
本
国
内
で
あ
る
。）『
中
国
及
び
満
州
に
お
け
る
門
戸
開
放
原
則
（

）』
に
お
い
て
ま
す
ま
す
明
白
と
な
る
。
即
ち
、

65

同
書
は
立
の
一
九
三
四
年
の
仏
文
論
文
と
内
容
的
に
か
な
り
重
複
し
て
い
る
が
、
満
州
に
お
け
る
日
本
の
特
殊
権
益
の
擁
護
と
い
う

立
の
姿
勢
は
次
の
よ
う
に
明
白
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
米
国
に
と
っ
て
の
カ
リ
ブ
海
地
域
や
パ
ナ
マ
運
河
の
重
要
性
と
対
比
さ
せ
な
が
ら
日
本
に
と
っ
て
の
満
州
の
特
殊
権
益

を
擁
護
す
る
論
述
（

）や
満
州
国
建
国
に
よ
り
九
国
条
約
上
の
門
戸
開
放
原
則
の
満
州
へ
の
適
用
は
終
止
し
そ
の
後
の
満
州
国
に
よ
る
同

66

原
則
を
尊
重
す
る
旨
の
宣
言
は
一
方
的
行
為
で
あ
っ
て
常
に
撤
回
可
能
で
あ
り
且
つ
そ
の
内
容
は
満
州
国
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
と
す
る
議
論
（

）、
更
に
は
、
九
国
条
約
に
い
う
門
戸
開
放
原
則
と
異
な
り
、
満
州
国
に
お
け
る
そ
れ
は
純
粋
に
私
的
部
門
に

67

含
ま
れ
る
商
工
業
に
関
し
て
の
み
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
公
共
部
門
（
例
え
ば
、「
満
州
石
油
」（
T
he
M
anchurian
Petrole-

um
Com
pany））
の
株
式
の
満
州
国
人
と
日
本
人
に
よ
る
独
占
は
同
原
則
に
は
抵
触
し
な
い
と
す
る
論
述
（

）が
意
味
す
る
こ
と
は
、
何

68
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れ
も
満
州
に
お
け
る
日
本
の
権
益
保
護
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
前
述
の
欧
文
文
献
二
編
に
お
い
て
は
明
白
な
形
で
登
場
す
る
こ

と
は
な
か
っ
た
「
日
本
の
外
交
政
策
」
や
「
日
本
の
権
益
」
と
い
っ
た
事
柄
が
、
こ
の
著
作
で
は
正
面
か
ら
論
じ
ら
れ
、
擁
護
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
立
の
著
作
が
欧
米
の
学
界
に
お
い
て
好
意
的
に
評
価
さ
れ
た
点
も
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ

の
よ
う
な
評
価
を
通
じ
て
、
立
の
理
論
が
欧
米
学
界
（
更
に
は
、
欧
米
社
会
）
に
理
解
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
そ
彼
の
実
践
的
意

図
が
現
実
的
効
果
を
有
す
る
も
の
と
な
り
得
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
よ
う
な
評
価
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に

登
場
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
立
自
身
に
よ
る
記
述
に
従
う
な
ら
ば
）
先
述
の
仏
文
著
書
『
国
内
問
題
』
公
刊
の
反
応
と
し
て
、「
万
国
国
際
法
学
会
の
国
内
問
題

の
研
究
に
関
す
る
委
員
会
の
報
告
者
た
る
ル
・
フ
ュ
ー
ル
教
授
」
が
、
立
が
同
委
員
会
の
委
員
で
は
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
立
に
委
員

会
報
告
書
に
つ
い
て
の
批
評
を
求
め
た
と
い
う
（

）。
69

ま
た
、
立
の
欧
文
業
績
は
欧
米
の
学
術
誌
掲
載
の
書
評
に
お
い
て
も
好
意
的
評
価
を
受
け
て
い
る
。
例
え
ば
、『
米
国
国
際
法
雑

誌
』
に
は
、『
国
内
問
題
』
に
つ
い
て
の
書
評
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
立
の
「
全
く
独
自
の
観
点
」
が
指
摘
さ
れ
、「
国

内
問
題
」
に
関
す
る
研
究
へ
の
貢
献
が
評
価
さ
れ
て
い
る
（

）。
同
様
に
、『
国
際
公
法
一
般
雑
誌
』
に
お
い
て
も
『
国
内
問
題
』
は

70

「
極
東
の
国
際
法
の
異
論
な
き
大
家
（
m
aître）」
で
あ
る
立
に
よ
る
欧
文
著
作
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（

）。
71

む
す
び
：
立
作
太
郎
の
国
際
法
理
論
の
現
実
的
意
義
と
そ
の
帰
結

日
本
に
お
け
る
国
際
法
研
究
の
歴
史
に
関
し
て
、
伊
藤
不
二
男
は
次
の
よ
う
な
時
代
区
分
を
行
っ
て
い
る
。
即
ち
、
第
一
期
（
幕

末
か
ら
明
治
初
期
ま
で
）
を
翻
訳
書
に
よ
る
国
際
法
理
解
の
開
明
期
と
し
、
第
二
期
（
明
治
中
・
後
期
）
を
日
清
・
日
露
戦
争
に
関
す
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る
実
証
的
研
究
の
時
期
と
し
、
さ
ら
に
第
三
期
（
明
治
三
八
（
一
九
〇
五
）
年
か
ら
大
正
年
代
）
を
国
際
法
の
体
系
的
研
究
の
開
始
の

時
期
と
す
る
も
の
で
あ
る
（

）。
72

こ
の
伊
藤
に
よ
る
時
代
区
分
は
、
日
本
の
対
外
政
策
の
展
開
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
即
ち
、

第
一
期
は
「
幕
末
・
維
新
期
」
で
あ
っ
て
、
日
本
政
府
（
徳
川
幕
府
・
明
治
政
府
）
は
基
本
的
に
受
動
的
対
外
政
策
（
但
し
、
対
朝

鮮
・
台
湾
関
係
に
つ
い
て
は
、
既
に
こ
の
時
期
に
積
極
的
な
方
針
が
示
さ
れ
て
い
る
。）
を
採
用
し
て
い
る
。
第
二
期
は
日
清
・
日
露
戦
争

に
典
型
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
が
「
文
明
国
」
で
あ
る
こ
と
を
欧
米
に
対
し
て
示
し
つ
つ
、
積
極
的
対
外
政
策
に
転
じ

る
時
期
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
三
期
は
日
本
が
「
文
明
国
」
の
仲
間
入
り
を
果
た
し
、
更
に
は
欧
米
列
強
と
競
い
つ
つ
帝
国
主
義
的

政
策
を
展
開
す
る
よ
う
に
な
る
時
期
で
あ
る
。

ま
た
、
以
上
の
時
代
区
分
を
日
本
人
国
際
法
学
者
に
よ
る
欧
文
文
献
公
刊
（「
対
外
発
信
」）
と
い
う
「
学
術
的
活
動
」
と
の
関
連

の
中
で
跡
付
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
即
ち
、
第
一
期
に
は
「
対
外
発
信
」
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
が
、
第
二
期
に
は
日
本
の
制
度

や
国
家
実
行
を
海
外
に
紹
介
す
る
た
め
の
「
対
外
発
信
」
が
行
わ
れ
、
そ
し
て
、
第
三
期
に
は
単
な
る
日
本
の
制
度
や
国
家
実
行
の

紹
介
か
ら
は
離
れ
た
理
論
的
著
作
の
「
対
外
発
信
」
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
学
術
的
活
動
」
の
中
で
、
第
二
期
の
も

の
は
、
日
本
の
国
家
実
行
を
擁
護
し
、
或
い
は
日
本
が
「
文
明
国
」
で
あ
る
こ
と
示
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ

は
ま
た
不
平
等
条
約
改
正
の
実
現
と
い
う
当
時
の
国
家
政
策
に
適
合
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
第
三
期
の
も
の
は
（
立
の
欧

文
著
作
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
）
実
際
上
は
日
本
の
国
家
政
策
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
（

）。
73

前
記
の
伊
藤
に
よ
る
時
代
区
分
に
従
う
な
ら
ば
、
立
作
太
郎
が
欧
州
留
学
か
ら
帰
国
し
、
大
学
教
授
と
し
て
の
活
動
を
開
始
す
る

時
期
は
、
そ
の
第
三
期
の
始
期
に
ほ
ぼ
合
致
す
る
。
そ
の
時
点
に
お
い
て
、
立
は
既
に
、『
ホ
ー
ル
氏
国
際
公
法
』
を
公
刊
し
、
三

年
余
に
わ
た
る
欧
州
留
学
を
経
験
し
て
い
た
。
ホ
ー
ル
の
概
説
書
の
翻
訳
作
業
は
国
際
法
理
論
の
体
系
的
理
解
と
い
う
面
で
、
ま
た
、

欧
州
留
学
は
「
本
場
」
の
国
際
法
研
究
者
の
学
問
水
準
の
理
解
と
い
う
面
で
、
立
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
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よ
う
な
研
究
生
活
の
初
期
に
獲
得
し
た
と
考
え
ら
れ
る
学
識
を
基
盤
と
し
て
、
立
の
研
究
者
と
し
て
の
営
為
は
展
開
さ
れ
た
。
そ
の

成
果
は
、
そ
れ
以
前
の
日
本
の
国
際
法
学
者
の
論
考
に
比
較
し
て
、
理
論
的
水
準
と
い
う
点
に
お
い
て
優
れ
た
も
の
（
特
に
、
欧
文

で
公
表
さ
れ
た
論
考
を
比
較
し
た
際
に
こ
の
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
）
と
な
っ
て
い
る
。
更
に
、
国
際
連
盟
期
の
国
際
法
典
編
纂
活
動
に

お
い
て
彼
が
中
心
と
な
っ
て
起
草
し
た
日
本
の
条
約
草
案
や
彼
の
欧
文
著
作
に
は
欧
米
学
界
を
中
心
と
し
て
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ

た
。
こ
れ
ら
の
事
実
に
着
目
す
る
限
り
、
立
の
国
際
法
学
者
と
し
て
の
学
術
的
能
力
の
高
さ
は
疑
い
得
な
い
（

）し
、
彼
が
「
学
問
一

74

筋
」
で
あ
り
、「
学
究
」
で
あ
っ
た
と
す
る
当
時
の
彼
を
知
る
人
々
の
評
価
は
、
決
し
て
的
外
れ
で
は
な
い
。

し
か
し
、
立
の
国
際
法
の
知
識
や
論
理
構
成
能
力
の
殆
ど
は
純
粋
な
理
論
研
究
に
向
け
ら
れ
る
よ
り
も
、（
本
稿
で
確
認
さ
れ
た
よ

う
に
、
そ
し
て
、
彼
以
前
の
殆
ど
の
日
本
人
国
際
法
学
者
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
）
時
事
的
問
題
に
向
け
ら
れ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、

彼
は
外
務
省
で
の
活
動
を
中
心
と
し
て
現
実
に
生
起
す
る
政
治
・
外
交
問
題
と
の
深
い
関
わ
り
を
有
し
続
け
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
立
の
学
問
的
功
績
と
日
本
の
現
実
政
治
と
の
関
わ
り
の
両
面
を
考
え
併
せ
る
な
ら
ば
、
彼
の
主
観
的
意
図
が
い
か
な

る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
彼
は
母
国
の
対
外
政
策
に
有
益
な
国
際
法
研
究
者
と
い
う
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
彼
の
論
考
や

見
解
は
結
果
的
に
当
時
の
日
本
の
帝
国
主
義
的
膨
張
政
策
の
一
助
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
否
定
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
立
作
太
郎
が
果
た
し
た
こ
の
役
割
に
つ
い
て
、
何
ら
か
の
道
徳
的
非
難
を
加
え
る
こ
と
な
ど
は
意
図
さ
れ
て
い
な
い
（

）。
75

本
稿
で
最
後
に
提
示
さ
れ
る
べ
き
事
柄
は
、
厳
密
に
は
国
際
法
に
関
す
る
学
問
的
問
題
で
は
な
い
が
、
立
を
通
し
て
微
か
に
姿
を
現

し
て
い
る
、
国
際
法
学
と
い
う
学
問
分
野
の
特
性
を
巡
る
問
題
で
あ
る
。

近
代
国
際
法
の
構
造
上
の
特
色
と
し
て
挙
げ
ら
れ
得
る
事
柄
は
、
規
範
内
容
の
最
終
決
定
権
者
と
し
て
国
家
に
優
位
す
る
も
の
が

存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
各
国
家
が
国
際
法
規
範
を
可
能
な
限
り
自
ら
に
と
っ
て
有
利
な
も
の
と
な
る
よ

う
に
定
立
・
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
国
際
法
規
範
の
定
立
や
解
釈
に
際
し
て
、
国
家
（
機
関
）
は

「
優
秀
な
」
国
際
法
学
者
の
協
力
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
当
該
国
家
（
機
関
）
の
政
策
を
支
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持
す
る
よ
う
な
「
学
問
的
」
論
理
の
展
開
が
国
際
法
学
者
に
は
期
待
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
先
ず
結
論
（
既
定
の
国
家
目
標
、
更
に

は
、
そ
の
達
成
の
た
め
の
政
策
）
が
存
在
し
、
個
人
と
し
て
の
国
際
法
学
者
の
学
問
的
見
解
と
は
異
な
る
結
論
が
求
め
ら
れ
る
場
合
も

あ
る
で
あ
ろ
う
。
特
に
、
国
家
の
危
急
存
亡
に
関
わ
る
よ
う
な
事
態
に
お
い
て
は
、
国
家
の
側
の
要
求
に
合
致
す
る
も
の
で
な
け
れ

ば
、
当
該
国
家
に
と
っ
て
無
意
味
な
の
で
あ
る
。

幕
末
・
維
新
期
の
欧
米
列
強
か
ら
の
圧
力
の
中
で
の
国
際
法
の
受
容
過
程
に
お
い
て
、
国
家
間
関
係
を
「
現
実
主
義
」
的
に
理
解

し
、
国
際
法
を
自
国
の
存
続
に
役
立
て
よ
う
と
し
た
日
本
の
国
際
法
学
者
（

）に
と
っ
て
、
当
初
か
ら
国
際
法
は
現
実
に
活
用
さ
れ
な
け

76

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
し
、
国
家
の
側
も
そ
れ
を
当
然
の
こ
と
と
し
た
（

）。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
立
が
生
き
た

77

時
代
に
も
妥
当
し
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
戦
争
と
い
う
ま
さ
に
国
家
の
危
急
存
亡
の
事
態
に
お
い
て
は
、
国
家
と
「
優
秀
な
」
国

際
法
学
者
の
関
係
は
日
本
の
現
代
に
生
き
る
者
の
想
像
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

立
の
逝
去
は
一
九
四
三
年
五
月
一
三
日
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
前
後
に
つ
い
て
一
又
正
雄
が
立
未
亡
人
か
ら
聴
取
し
た
事
柄
を
、

次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
そ
の
﹇
一
九
四
三
﹈
年
の
三
月
ご
ろ
か
ら
体
が
弱
り
、
軍
の
幹
部
ら
と
の
会
議
の
後
、
夜
お
そ
く
帰
宅
し
た
と
き
な
ど
は
、
自
分
で
靴

が
ぬ
げ
な
か
っ
た
く
ら
い
で
、
軍
の
開
戦
論
に
反
対
の
立
場
に
立
つ
悩
み
を
訴
え
つ
づ
け
て
い
た
と
い
う
。
こ
う
い
う
と
き
に
も
、
日
中
事

変
の
長
期
化
、
日
米
関
係
緊
張
の
た
め
、『
戦
時
国
際
法
』
の
改
訂
は
緊
急
と
み
た
の
で
あ
ろ
う
。
立
は
、
衰
弱
の
身
に
鞭
打
っ
て
、
改
訂

の
手
を
加
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
（

）。」

78

立
作
太
郎
の
国
際
法
学
に
お
け
る
論
理
展
開
能
力
は
、
当
時
の
欧
米
に
お
け
る
実
証
主
義
的
国
際
法
学
者
に
匹
敵
す
る
理
論
的
水
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準
の
高
み
に
達
し
て
い
た
（

）。
彼
は
、
幕
末
以
来
の
日
本
の
国
際
法
受
容
過
程
の
中
で
、
独
自
の
理
論
を
も
っ
て
能
動
的
に
国
際
法
学

79

的
立
論
を
行
い
、
欧
米
学
界
に
対
抗
し
得
た
恐
ら
く
最
初
の
日
本
人
学
者
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
彼
が
有
能
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、

彼
は
国
家
政
策
遂
行
の
手
段
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
結
果
的
に
は
、
立
は
優
秀
な
国
際
法
学
者
と
し
て
日
本
の
国

家
と
し
て
の
緊
急
時
に
活
躍
し
た
果
て
の
疲
労
困
憊
の
中
で
国
家
に
殉
じ
た
と
も
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
欧
米
中
心
の
国

際
法
秩
序
に
組
み
込
ま
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、
そ
し
て
全
国
力
を
傾
注
し
て
欧
米
列
強
に
対
抗
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
非
欧

米
国
家
の
国
際
法
学
者
が
、
そ
の
者
の
能
力
ゆ
え
に
迎
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
必
然
的
帰
結
で
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

＊

本
稿
に
お
け
る
引
用
文
中
の
漢
字
及
び
仮
名
遣
い
の
一
部
は
現
在
の
も
の
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。

＊
＊
本
稿
は
、『
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
際
法
の
受
容
と
伝
統
的
華
夷
秩
序
の
相
克
に
関
す
る
研
究
』（
研
究
代
表
者
柳
原

正
治
、
平
成
一
六
年
度
〜
平
成
一
八
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
（
Ｂ
））
研
究
成
果
報
告
書
）
一
│
一
三
頁
所
収
の
筆
者

（
明
石
）
担
当
部
分
の
報
告
書
に
示
さ
れ
た
着
想
に
基
づ
い
て
お
り
、
平
成
二
三
年
度
慶
應
義
塾
学
事
振
興
資
金
（
個
人
研
究
Ｂ
）
に
よ

る
補
助
を
受
け
て
継
続
さ
れ
た
日
本
の
国
際
法
受
容
を
巡
る
諸
問
題
に
つ
い
て
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（

）
横
田
喜
三
郎
は
立
作
太
郎
を
追
悼
す
る
一
文
の
中
で
、
日
本
の
国
際
法
学
の
発
展
と
の
関
連
に
お
け
る
立
の
地
位
に
関
し
て
次
の
よ

1う
に
評
し
て
い
る
。「
真
に
国
際
法
学
的
な
研
究
は
ほ
ぼ
大
正
の
時
代
か
ら
起
こ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
研
究
を
代
表
し
、
大
正
か
ら
昭

和
に
か
け
て
日
本
の
国
際
法
学
界
を
双
肩
に
荷
っ
て
立
た
れ
た
の
が
実
に
わ
が
立
博
士
そ
の
人
で
あ
る
。
こ
の
時
代
の
国
際
法
学
を
語
る

こ
と
は
同
時
に
立
博
士
を
語
る
こ
と
で
あ
り
、
立
博
士
を
語
る
こ
と
は
こ
の
時
代
の
国
際
法
学
を
語
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。」（
横
田
喜

三
郎
「
立
博
士
と
国
際
法
」『
外
交
時
報
』
第
九
二
五
号
（
一
九
四
三
年
六
月
）
六
四
│
六
五
頁
。）
ま
た
、
伊
藤
は
「
立
作
太
郎
は
解
釈

法
学
と
し
て
の
国
際
法
学
を
確
立
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
が
国
の
国
際
法
学
を
、
憲
法
・
刑
法
・
民
法
な
ど
の
国
内
法
に
関
す
る
法
律
学

が
到
達
し
え
た
水
準
に
ま
で
高
め
た
」
と
し
て
い
る
。（
伊
藤
不
二
男
「
国
際
法
」
野
田
良
之
・
碧
海
純
一
（
編
）『
近
代
日
本
法
思
想

史
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
九
年
）
四
八
五
頁
。）
更
に
、
大
沼
は
戦
前
の
日
本
の
国
際
法
学
者
の
中
で
立
が
最
重
要
で
あ
る
と
す
る
。（
Y
.
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O
num
a,“‘Japanese
International
Law
’in
the
Prew
ar
Period
│
Perspectives
on
the
T
eaching
and
Research
of

InternationalLaw
in
Prew
ar
Japan
│
”,Japanese
A
nnual
ofInternationalLaw
,vol.29（
1986）,p.37.）

（

）
立
作
太
郎
博
士
論
行
委
員
会
（
編
）『
立
博
士
外
交
史
論
文
集
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
四
六
年
）
八
〇
七
頁
。

2
（

）
一
又
正
雄
『
日
本
の
国
際
法
学
を
築
い
た
人
々
』（
日
本
国
際
問
題
研
究
所
、
一
九
七
三
年
）
一
一
四
│
一
一
六
頁
。

3
（

）
立
作
太
郎
博
士
論
行
委
員
会
（
編
）、
前
掲
書
、
八
〇
九
│
八
三
四
頁
。
但
し
、
こ
の
論
文
目
録
は
完
全
な
も
の
で
は
な
く
、
特
に
、

4本
稿
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
立
の
欧
文
著
作
に
つ
い
て
は
、『
現
代
日
本
』（
Contem
porary
Japan）
掲
載
の
論
考
は
記
載
さ
れ
て
い
る

も
の
の
、
そ
の
他
の
も
の
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。

（

）
国
際
法
学
会
（
編
）『
国
際
関
係
法
辞
典
（
第
二
版
）』（
三
省
堂
、
二
〇
〇
五
年
）
五
九
一
頁
。

5
（

）
横
田
喜
三
郎
「
国
際
法
に
三
昧
一
途
の
立
作
太
郎
先
生
」『
書
斎
の
窓
』（
有
斐
閣
）
六
号
（
一
九
五
三
年
一
一
月
）
一
頁
。

6
（

）
一
又
、
前
掲
書
、
一
二
〇
頁
。

7
（

）
外
務
省
百
年
史
編
纂
委
員
会
（
編
）『
外
務
省
の
百
年
』（
原
書
房
、
一
九
六
九
年
）
上
巻
一
〇
二
五
頁
。

8
（

）
前
掲
『
国
際
関
係
法
辞
典
（
第
二
版
）』
五
九
一
頁
。

9
（

）
本
稿
で
検
討
の
対
象
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
二
著
の
他
に
、
立
の
国
際
法
概
説
書
と
し
て
は
、
次
の
も
の
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。『
平

10時
国
際
公
法
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
二
九
年
）（『
現
代
法
律
学
全
集
』
第
一
六
乃
至
一
九
巻
）：『
戦
時
国
際
公
法
』（
日
本
評
論
社
、
一

九
三
〇
年
）（『
現
代
法
律
学
全
集
』
第
二
五
・
二
六
巻
）：『
戦
時
国
際
法
』（
中
央
大
学
（
発
行
）、
有
斐
閣
書
房
（
発
売
）、
一
九
一
三

年
）：『
戦
時
国
際
法
（
全
）』（
中
央
大
学
（
発
行
）、
有
斐
閣
書
房
（
発
売
）、
一
九
一
七
年
）（
一
九
一
三
年
初
版
本
の
第
四
版
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
前
記
『
戦
時
国
際
法
』
の
第
四
版
と
推
定
さ
れ
る
。）：
立
作
太
郎
（
述
）『
戦
時
国
際
公
法
（
完
）』（
日
本
大
学

（
発
行
）、
発
行
年
未
記
載
）。
尚
、「
立
博
士

戦
時
国
際
公
法

完
」
と
表
題
が
付
さ
れ
た
、
ガ
リ
版
刷
仮
綴
本
が
慶
應
義
塾
大
学
図
書

館
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
九
一
二
年
及
び
一
九
一
三
年
の
立
の
講
義
録
の
よ
う
で
あ
る
。

以
上
の
中
で
、『
平
時
国
際
公
法
』
及
び
『
戦
時
国
際
公
法
』
に
関
し
て
、
そ
れ
ら
と
『
平
時
国
際
法
論
』
及
び
『
戦
時
国
際
法
論
』

と
の
関
係
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
即
ち
、『
平
時
国
際
公
法
』
は
『
平
時
国
際
法
論
』
の
第
一
篇
（「
国
際
法
の
基
本
観
念
」）
を

省
略
し
、
後
者
の
第
二
篇
（「
国
際
法
の
主
体
」）
を
前
者
の
第
一
篇
と
し
て
、
順
次
「
篇
」
の
番
号
に
変
更
を
加
え
た
（
最
終
篇
は
後
者

で
は
第
七
篇
（「
平
時
に
於
け
る
国
際
紛
争
解
決
方
法
」）
で
前
者
で
は
第
六
篇
）
も
の
で
あ
り
、「
国
際
法
の
基
本
観
念
」
に
関
す
る
部
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分
を
除
く
記
述
内
容
に
は
、
細
か
な
変
更
（
特
に
、
欧
文
表
記
を
補
う
か
否
か
）
が
看
取
さ
れ
る
の
み
で
、
殆
ど
同
一
の
も
の
と
な
っ
て

い
る
。（
尚
、『
平
時
国
際
公
法
』
及
び
『
平
時
国
際
法
論
（
第
六
版
）』
に
は
、
極
僅
か
な
例
外
は
あ
る
（
例
え
ば
、『
平
時
国
際
公
法
』

第
二
編
第
四
章
、
三
八
二
頁
に
「
ブ
リ
ー
ア
リ
ー
国
際
法
九
一
頁
」
へ
の
言
及
が
あ
る
。）
も
の
の
、
実
質
的
に
は
註
が
付
さ
れ
て
い
な

い
。）
ま
た
、『
戦
時
国
際
公
法
』
と
『
戦
時
国
際
法
論
』
に
お
い
て
は
、「
緒
言
」
を
は
じ
め
と
す
る
同
一
の
記
述
が
多
く
を
占
め
る
が
、

内
容
に
実
質
的
な
変
更
が
加
え
ら
れ
た
箇
所
（
例
え
ば
、
前
者
に
お
い
て
第
一
篇
（「
交
戦
法
規
」）
第
一
部
（「
交
戦
法
規
通
論
」）
第
一

章
（「
戦
争
及
戦
時
法
規
に
関
す
る
概
説
」）
第
二
節
（「
戦
争
の
原
因
及
目
的
」）
が
後
者
で
は
第
二
節
（「
戦
争
の
目
的
」）
と
第
三
節

（「
戦
争
の
原
因
」）
に
分
け
ら
れ
、
特
に
、
第
二
節
に
関
し
て
は
殆
ど
の
内
容
が
新
た
に
加
筆
さ
れ
て
い
る
。）
が
散
見
さ
れ
る
と
共
に
、

前
者
に
は
な
か
っ
た
「
註
」
が
後
者
に
は
加
え
ら
れ
て
い
る
な
ど
の
相
異
が
存
在
し
て
い
る
。

（

）
こ
れ
は
本
稿
「
む
す
び
」
の
中
で
の
立
の
最
期
に
関
す
る
一
又
の
記
述
（
一
又
、
前
掲
書
、
一
二
三
頁
）
か
ら
の
引
用
中
で
言
及
さ

11れ
て
い
る
『
戦
時
国
際
法
論
』
の
改
訂
版
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
り
、「
立
の
死
後
に
『
遺
稿
出
版
委
員
会
』
が
立
自
ら
手
を
入
れ
た
旧

本
を
原
本
と
補
足
の
原
稿
に
基
づ
い
て
改
訂
増
補
」（
前
掲
『
国
際
関
係
法
辞
典
（
第
二
版
）』
五
九
一
頁
。）
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（

）
尚
、
立
作
太
郎
博
士
論
行
委
員
会
（
編
）、
前
掲
書
、
八
三
三
│
八
三
四
頁
に
掲
載
さ
れ
た
「
立
博
士
著
書
目
録
」
に
は
、『
平
時
国

12際
法
論
』
は
第
四
版
（
一
九
三
四
年
）
ま
で
、『
戦
時
国
際
法
論
』
は
第
三
版
（
一
九
三
四
年
）
ま
で
が
、
各
々
記
載
さ
れ
て
い
る
。
本

稿
執
筆
に
際
し
て
は
、
資
料
上
の
制
約
に
よ
り
、『
平
時
国
際
法
論
』
の
各
版
の
厳
密
な
照
合
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
但
し
、
次
に
挙
げ

ら
れ
る
理
由
か
ら
、
初
版
と
最
新
版
の
間
に
は
大
き
な
相
異
は
な
い
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
即
ち
、
山
田
三
良
が
「﹇
立
﹈
博
士
の
国
際

法
全
体
に
わ
た
る
体
系
的
著
作
は
、
昭
和
五
年
に
『
平
時
国
際
法
論
』
を
、
昭
和
六
年
に
『
戦
時
国
際
法
論
』
を
公
刊
さ
れ
た
る
を
以
て

最
後
と
し
て
ゐ
た
」（『
戦
時
国
際
法
論
』「
序
」
一
頁
）
と
し
て
お
り
、
こ
こ
に
は
、
各
々
の
第
二
版
以
降
の
版
に
お
い
て
内
容
の
実
質

的
変
更
は
行
わ
れ
て
い
な
い
と
の
認
識
が
当
時
の
学
界
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（

）
L.F.L.O
ppenheim
（
R.F.Roxburgh（
ed.））,InternationalLaw
│
A
T
reatise,3rd
ed.,in
2
vols.（
London/N
ew

13Y
ork,etc.,1920-1921）.

（

）
立
作
太
郎
「
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
教
授
と
其
著
書
国
際
法
」『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
第
二
〇
巻
（
一
九
二
一
年
）
二
四
一
頁
。

14
（

）
一
又
は
「
大
ざ
っ
ぱ
な
表
現
な
が
ら
、
立
自
身
が
推
奨
し
て
学
生
に
も
す
す
め
て
い
た
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
平
戦
時
が
モ
デ
ル
に
な

15っ
て
い
る
と
い
っ
て
間
違
い
は
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
。
一
又
、
前
掲
書
、
一
一
九
頁
。
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（

）
国
際
法
史
・
国
際
関
係
史
研
究
の
文
脈
に
お
い
て
も
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
概
説
書
は
極
め
て
高
い
評
価
を
受
け
て
い
る
。
即
ち
、

16彼
の
概
説
書
が
「
恐
ら
く
、
最
も
影
響
力
の
あ
る
英
語
の
国
際
法
概
説
書
」（
M
.W
ight,“Balance
ofPow
er”;in
H
.Butterfield/M
.

W
ight（
eds.）,D
iplom
atic
Investigation（
London,1966）,p.172.）で
あ
り「
尋
常
な
ら
ざ
る
成
功
を
収
め
た
」（
M
.Schm
oeckel,

“T
he
Story
ofSuccess:Lassa
O
ppenheim
and
his
‘InternationalLaw
’”;in
M
.Stolleis/M
.Y
anagihara（
eds.）,E
ast

A
sian
and
E
uropean
Perspectiveson
InternationalLaw
（
Baden-Baden,2004）,p.126.）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
See
further,

A
.N
ussbaum
,T
heConciseH
istoryofInternationalLaw
,revised
ed.（
N
ew
Y
ork,1958）,pp.281-282:Y
.O
num
a,“W
hen

W
as
the
Law
ofInternationalSociety
Born?”,Journalofthe
H
istory
ofInternationalLaw
,vol.2（
2000）,p.4.

（

）
尚
、
伊
藤
は
『
平
時
国
際
法
論
』
及
び
『
戦
時
国
際
法
論
』
に
つ
い
て
「
構
成
と
論
じ
方
の
点
で
は
」
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
影
響
を

17受
け
、「
国
際
法
の
根
本
的
な
考
え
方
の
点
で
は
」
ホ
ー
ル
や
ホ
ラ
ン
ド
な
ど
の
「
影
響
を
受
け
た
と
お
も
わ
れ
る
と
こ
ろ
も
多
い
」
と

し
て
い
る
。（
伊
藤
、
前
掲
論
文
、
四
八
二
│
四
八
三
頁
。）
ホ
ラ
ン
ド
に
つ
い
て
は
兎
も
角
、
少
な
く
と
も
ホ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
立
と

の
学
問
的
関
係
を
示
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
即
ち
、
次
節
の
本
論
中
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
立
は
一
八
九
九
年
に
ホ
ー
ル
の

概
説
書
の
邦
訳
版
を
公
刊
し
て
い
る
が
、
立
は
こ
の
ホ
ー
ル
の
著
作
を
高
く
評
価
し
て
お
り
（
立
『
ホ
ー
ル
氏
国
際
公
法
』「
小
引
」
を

見
よ
。）、
若
き
日
の
立
の
こ
の
訳
業
は
後
に
彼
が
自
身
の
国
際
法
理
論
体
系
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
際
に
か
な
り
の
影
響
を
与
え
た
も
の

と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（

）
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ホ
ー
ル
著
（
立
作
太
郎
譯
述
）『
ホ
ー
ル
氏
国
際
公
法
』（
東
京
法
学
院
、
一
八
九
九
年
）。
こ
の
訳

18書
は
、
一
九
〇
八
年
に
公
刊
さ
れ
た
中
村
進
午
『
マ
ル
テ
ン
ス
国
際
法
（
上
・
下
）』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
）
と
並
ん
で
、「
明
治
に
お

け
る
二
大
訳
業
」
と
も
評
さ
れ
て
い
る
。
一
又
、
前
掲
書
、
一
一
八
頁
。

（

）
田
中
慎
一
「
保
護
国
問
題
│
有
賀
長
雄
・
立
作
太
郎
の
保
護
国
論
争
」『
社
会
科
学
研
究
』（
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
）
第
二
八

19巻
二
号
（
一
九
七
六
年
）
一
二
六
│
一
六
二
頁
。

（

）
有
賀
長
雄
『
保
護
国
論
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
〇
六
年
）。

20
（

）
立
作
太
郎
「
有
賀
博
士
の
保
護
国
論
」『
外
交
時
報
』
第
九
巻
一
〇
号
（
一
〇
七
号
）（
一
九
〇
六
年
）
九
五
頁
。

21
（

）
有
賀
長
雄
「
保
護
国
の
類
別
論
」『
外
交
時
報
』
第
一
〇
巻
一
号
（
一
一
〇
号
）（
一
九
〇
七
年
）
五
六
頁
。

22
（

）
立
作
太
郎
「
保
護
国
論
に
関
し
て
有
賀
博
士
に
答
ふ
」『
国
際
法
雑
誌
』
第
五
巻
六
号
（
一
九
〇
七
年
）
三
四
│
三
五
頁
。

23
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（

）
立
、
前
掲
「
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
教
授
と
其
著
書
国
際
法
」、
二
四
一
頁
。
こ
の
一
節
で
は
「
実
証
主
義
的
国
際
法
思
想
」
と
「
独
逸

24流
の
研
究
方
法
」
に
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
後
者
は
、
大
陸
法
系
の
法
思
想
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
ド
イ
ツ
歴
史
法
学
の
こ
と
と
思
わ

れ
る
。（
立
は
一
九
一
四
年
の
国
際
法
の
淵
源
を
巡
る
論
考
に
お
い
て
、「
独
逸
歴
史
派
」
に
言
及
し
て
い
る
。
立
作
太
郎
「
国
際
法
の
淵

源
と
法
信
説
」『
法
学
新
報
』
第
二
四
巻
一
一
号
（
一
九
一
四
年
）
三
七
頁
。）

（

）
立
作
太
郎
『
国
際
連
盟
規
約
論
』（
国
際
連
盟
協
会
、
一
九
三
七
年
）
二
一
頁
。

25
（

）
立
、
前
掲
「
国
際
法
の
淵
源
と
法
信
説
」、
三
〇
│
四
一
頁
。
尚
、
こ
の
よ
う
な
国
際
法
の
淵
源
を
巡
る
理
論
（「
法
信
説
」）
を
、

26立
は
後
述
（
次
章
第
三
節
㈡
）
の
仏
文
著
書
（『
国
内
問
題
』）
に
お
い
て
も
展
開
し
て
い
る
。（
同
書
で
は
、「
法
的
確
信
」（
Rechts

überzeugung）
に
「
法
意
識
」
（
la
conscience
juridique）
と
い
う
言
葉
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。）
ま
た
、「
法
信
説
」
は
『
平
時

国
際
法
論
』（
三
五
│
三
九
頁
）
で
も
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

（

）
立
作
太
郎
『
現
実
国
際
法
諸
問
題
』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
七
年
）
一
三
六
頁
。

27
（

）
同
前
、
一
三
四
頁
。

28
（

）
T
he
Case
ofthe
S.S.“Lotus”,France
v.T
urkey,1927/09/07,PCIJ,Ser.A
,N
o.10,1927,p.18.

29
（

）
立
、
前
掲
『
現
実
国
際
法
諸
問
題
』、
一
三
八
頁
。

30
（

）
同
前
、
一
三
〇
頁
。

31
（

）
「
法
の
一
般
原
則
」
を
国
際
法
の
（
形
式
的
）
法
源
に
含
め
る
と
い
う
理
解
は
、
現
在
の
国
際
法
学
に
お
い
て
は
常
識
的
な
も
の
と

32思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
一
九
二
〇
年
に
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
が
作
成
さ
れ
た
後
に
、
こ
の
よ
う
な
理
解
が
一
般
的
な
も
の
と
な
る

に
は
か
な
り
の
時
日
を
要
し
た
。
例
え
ば
、
立
の
『
現
実
国
際
法
諸
問
題
』
公
刊
の
翌
年
に
上
梓
さ
れ
た
横
田
の
国
際
法
概
説
書
で
は
、

「
国
際
慣
習
」
と
「
条
約
」
の
み
が
「
国
際
法
の
淵
源
」
と
さ
れ
て
い
る
。（
横
田
喜
三
郎
『
国
際
法
』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
三
年
）
三

│
八
頁
。）
尚
、「
法
の
一
般
原
則
」
の
受
容
過
程
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『
国
際
法
の
完
全
性
』
│
そ
の
理
論
史
と
概
念
整
理
│
」『
法
学

研
究
』
第
八
四
巻
七
号
（
二
〇
一
一
年
）
七
│
一
〇
頁
を
見
よ
。

（

）
田
中
慎
一
「
朝
鮮
に
お
け
る
土
地
調
査
事
業
の
世
界
史
的
位
置
㈠
」『
社
会
科
学
研
究
』（
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
）
第
二
九
巻

33三
号
（
一
九
七
七
年
）
五
九
│
六
四
頁
。

（

）
以
上
の
立
の
経
歴
は
、
立
作
太
郎
博
士
論
行
委
員
会
（
編
）、
前
掲
書
、
八
〇
七
│
八
〇
八
頁
所
収
の
「
立
博
士
略
歴
」
及
び
外
務

34
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省
百
年
史
編
纂
委
員
会
（
編
）、
前
掲
書
、
一
〇
二
五
│
一
〇
二
七
頁
に
依
拠
し
て
い
る
。

（

）
一
又
、
前
掲
書
、
一
二
〇
│
一
二
一
頁
。
一
又
は
、
御
雇
外
国
人
で
あ
る
英
国
人
ベ
イ
テ
ィ
（
T
hom
as
Baty）
と
比
較
し
つ
つ
、

35外
務
省
に
お
け
る
立
の
評
価
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
時
に
、
精
緻
を
超
え
て
、
エ
ク
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
と
も
感
じ
ら
れ

る
﹇
ベ
イ
テ
ィ
の
﹈
議
論
で
は
、
外
務
省
と
し
て
も
、
こ
れ
を
使
い
こ
な
せ
ず
、
同
じ
く
先
例
、
学
説
を
詳
細
に
引
用
し
な
が
ら
も
、
肯

定
、
否
定
両
論
の
得
失
を
論
じ
、
政
策
決
定
上
、
い
ず
れ
を
と
る
か
に
つ
い
て
判
断
す
る
の
に
便
宜
な
立
作
太
郎
の
意
見
の
出
し
方
に
、

む
し
ろ
便
宜
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。」
一
又
、
前
掲
書
、
一
七
四
頁
。

（

）
『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
第
四
二
巻
（
一
九
四
三
年
）
六
三
三
│
六
三
四
頁
。
外
務
大
臣
弔
辞
は
、
外
務
省
百
年
史
編
纂
委
員
会
（
編
）、

36前
掲
書
、
一
〇
二
七
頁
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（

）
立
作
太
郎
『
内
亂
ト
國
際
法
』（
有
斐
閣
書
房
（
清
水
書
店
発
売
）、
一
九
一
二
年
）。

37
（

）
「
保
護
国
論
」『
外
交
時
報
』
第
八
巻
八
号
（
第
九
三
号
）（
一
九
〇
五
年
八
月
）：
前
掲
「
有
賀
博
士
の
保
護
国
論
」（
一
九
〇
六
年

38一
〇
月
）：「
国
家
ノ
独
立
ト
保
護
関
係
」『
国
家
学
会
雑
誌
』
第
二
〇
巻
一
一
号
（
一
九
〇
六
年
一
一
月
）：「
保
護
国
の
類
別
論
」『
国
際

法
雑
誌
』
第
五
巻
四
号
（
一
九
〇
六
年
一
二
月
）：
前
掲
「
保
護
国
に
関
し
て
有
賀
博
士
に
答
ふ
」（
一
九
〇
七
年
二
月
）。

（

）
「
保
護
国
の
研
究
」『
外
交
時
報
』
第
九
巻
二
号
（
第
九
九
号
）（
一
九
〇
六
年
二
月
）：
前
掲
『
保
護
国
論
』（
一
九
〇
六
年
九
月
）：

39「
保
護
国
論
を
著
し
た
る
理
由
」『
国
際
法
雑
誌
』
第
五
巻
二
号
（
一
九
〇
六
年
一
〇
月
）：
前
掲
「
保
護
国
の
類
別
論
」（
一
九
〇
七
年
一

月
）。

（

）
尚
、「
保
護
国
論
争
」
に
関
し
て
は
、
前
註
（

）
の
田
中
の
論
考
の
他
、
次
の
文
献
も
見
よ
。
柳
原
正
治
「
主
権
平
等
と
保
護
国

40

19

│
『
有
賀
・
立
保
護
国
論
争
』
を
中
心
と
し
て
│
」
柳
原
正
治
（
編
）『
開
港
期
韓
国
に
お
け
る
不
平
等
条
約
の
実
態
と
朝
鮮
・
大
韓
帝

国
の
対
応
』（
K
orea
Foundation
二
〇
〇
一
年
度
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
成
果
報
告
書
）（
二
〇
〇
二
年
）
一
〇
六
│
一
一
九

頁
。
ま
た
、
坂
元
は
、
有
賀
・
立
以
外
の
国
際
法
学
者
に
よ
っ
て
も
保
護
国
の
位
置
付
け
を
巡
る
問
題
が
盛
ん
に
議
論
さ
れ
て
い
た
こ
と

に
、「
良
く
も
悪
く
も
明
治
期
の
国
際
法
学
者
に
通
底
す
る
実
践
的
意
識
の
高
さ
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
い
る
。
坂
元
茂

樹
「
明
治
三
十
八
年
の
光
と
影
│
日
本
に
お
け
る
条
約
法
研
究
の
軌
跡
」
大
沼
保
昭
（
編
著
）『
国
際
社
会
の
法
と
政
治
』（『
日
本
と
国

際
法
の
一
〇
〇
年
』（
第
一
巻
））（
三
省
堂
、
二
〇
〇
一
年
）
一
八
五
頁
。

（

）
立
作
太
郎
『
米
国
外
交
上
の
諸
主
義
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
四
二
年
）。

41

立作太郎の国際法理論とその現実的意義

29



（

）
同
前
、
三
三
│
三
五
頁
。

42
（

）
同
前
、
九
九
頁
。

43
（

）
同
前
、
一
九
三
│
二
二
七
頁
。
但
し
、
一
九
三
四
年
の
仏
語
論
文
に
比
較
し
て
、『
米
国
外
交
上
の
諸
主
義
』
で
は
立
の
日
本
外
交

44政
策
擁
護
と
い
う
態
度
が
極
め
て
明
確
に
現
れ
て
い
る
。
即
ち
、
後
者
で
は
一
八
九
九
年
の
米
国
の
各
国
宛
通
牒
や
一
九
二
二
年
の
九
国

条
約
に
お
い
て
「
主
と
し
て
、
支
那
以
外
の
外
国
間
の
関
係
た
る
を
以
て
、
満
州
国
が
自
ら
門
戸
開
放
主
義
を
遵
守
す
べ
し
と
為
す
の
宣

言
は
、
寧
ろ
常
規
を
離
れ
た
る
現
象
と
称
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」（
同
前
、
二
二
一
頁
。）
と
す
る
だ
け
で
な
く
、「
門
戸
開
放
主
義
が
大

東
亜
共
栄
圏
の
設
定
に
関
す
る
重
大
な
支
障
た
る
こ
と
は
顕
然
た
る
一
の
事
実
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
」（
同
前
、
二
二
七
頁
。）
と
ま
で

立
は
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（

）
こ
の
「
国
際
法
典
案
」（
邦
語
及
び
英
語
）
は
『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
第
二
五
巻
（
一
九
二
六
年
）
五
九
九
│
六
四
八
頁
に
収
め
ら

45れ
て
い
る
。
ま
た
、
次
の
文
献
に
は
、
所
謂
「
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
草
案
」
と
共
に
日
本
の
「
国
際
法
典
案
」
や
そ
の
他
の
関
連
資
料
が
纏
め

ら
れ
て
い
る
。
A
m
erican
JournalofInternationalLaw
SpecialSupplem
ent,vol.23（
1929）.

ま
た
、
こ
の
九
つ
の
「
国
際
法
典
案
」
の
提
出
後
、
国
際
連
盟
の
国
際
法
典
編
纂
専
門
家
委
員
会
で
準
備
し
た
草
案
が
一
四
個
と
な
っ

た
た
め
、
日
本
の
国
際
法
学
会
は
一
九
二
五
年
に
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
五
つ
の
主
題
に
つ
い
て
の
「
国
際
法
典
案
」
を
作
成
し
た
。
そ
れ

ら
は
、『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
第
二
九
巻
（
一
九
三
〇
年
）
二
八
五
│
二
九
四
頁
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

尚
、
こ
の
時
期
の
国
際
法
典
編
纂
活
動
に
つ
い
て
は
次
の
文
献
を
見
よ
。
立
作
太
郎
「
国
際
法
典
編
纂
」『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
第
一

二
巻
（
一
九
一
三
年
）
八
二
九
│
八
三
七
頁
：
松
原
一
雄
「
国
際
法
の
編
纂
に
就
い
て
」『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
第
二
五
巻
六
号
（
一
九

二
六
年
）
一
│
一
九
頁
：
山
田
三
良
「
国
際
連
盟
と
国
際
法
典
編
纂
」『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
第
二
八
巻
二
号
（
一
九
二
九
年
）
一
│
三

一
頁
。

（

）
村
瀬
信
也
『
国
際
立
法
│
国
際
法
の
法
源
論
│
』（
東
信
堂
、
二
〇
〇
二
年
）
四
九
頁
。

46
（

）
League
ofN
ations,O
fficialJournal（
SpecialSupplem
ent,no.65）,Records
ofthe
N
inth
O
rdinary
Session
ofthe

47A
ssem
bly,M
eetings
ofthe
Com
m
ittees,M
inutes
ofthe
Firts
Com
m
ittee（
Constitutinaland
LegalQ
uestions）,pp.

12-13.（
T
hird
M
eeting,Septem
ber
12,1928）

（

）
Société
des
N
ations,JournalO
fficiel（
Supplém
entspécial,no.63）,Résolutions
etvoeux
adoptés
par
l’A
ssem
blée

48
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au
cours
de
sa
neuvièm
e
session
ordinaire（
3
au
26
septem
bre,1928）,p.9.

（

）
J.S.Reeves,“Japanese
D
raftCode
ofInternationalLaw
”,A
m
erican
JournalofInternationalLaw
,vol.20（
1926）,

49pp.767-768.

（

）
S.T
achi,La
souveraineté
et
l’independence
de
l’É
tat
et
les
questions
interieures
en
droit
international（
Paris,

501930）,121
pp.

（

）
Ibid.,pp.9
et11-13.

51
（

）
Ibid.,pp.10
et17-18.

52
（

）
Ibid.,p.18.

53
（

）
Ibid.,pp.18-22.

54
（

）
国
際
連
盟
規
約
第
一
五
条
八
項
の
邦
語
公
定
訳
に
お
い
て
「
紛
争
カ
国
際
法
上
専
ラ
該
当
事
国
ノ
管
轄
ニ
属
ス
ル
事
項
」
と
さ
れ
て

55い
る
中
の
「
事
項
」
は
、
英
語
正
文
で
は
“m
atter”で
あ
り
、
仏
語
正
文
で
は
“question”で
あ
る
。
同
様
に
、
第
三
条
三
項
及
び
第

四
条
四
・
五
項
中
の
「
事
項
」
も
“m
atter”（
英
）・
“question”（
仏
）
で
あ
る
。（
更
に
、
第
二
四
条
二
項
中
の
「
国
際
利
害
関
係
事

項
」
は
“allm
atters
ofinternationalinterest”（
英
）・
“toutes
questions
d’intérêtinternational”（
仏
）
で
あ
る
。）
と
こ
ろ

が
、
第
二
四
条
一
項
中
の
「
国
際
利
害
関
係
事
項
処
理
」
は
“the
regulation
ofm
atters
ofinternationalinterest”（
英
）・
“le

règlem
entdes
affaires
d’intérêtinternational”（
仏
）
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
事
項
」
に
は
、
英
語
正
文
中
で
は
一
貫
し
て

“m
atter”が
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
仏
語
正
文
中
で
は
“question”又
は
“affaire”が
対
応
し
て
い
る
。（
尚
、
第
一
三
条
二

項
及
び
第
一
四
条
中
の
「
問
題
」
は
、
“question”（
英
）・
“point”（
仏
）
で
あ
る
。）
こ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
り
、
“lesquestionsin-

térieures”と
“les
affaires
internes”に
対
し
て
、
連
盟
規
約
に
基
づ
い
て
別
個
の
一
貫
し
た
邦
訳
語
を
当
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
た

め
、
本
稿
で
は
本
文
に
お
い
て
示
し
た
訳
語
を
使
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

（

）
T
achi,op.cit.,p.29.

56
（

）
Ibid.,pp.55-110.

57
（

）
立
以
前
の
日
本
人
学
者
に
よ
る
欧
文
著
作
公
刊
活
動
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
日
本
の
国
際
法
学
『
対
外
発
信
』
の
一
〇
〇
年
│
欧
文

58著
作
公
刊
活
動
を
題
材
と
し
て
」
大
沼
保
昭
（
編
著
）『
国
際
社
会
の
法
と
政
治
』（『
日
本
と
国
際
法
の
一
〇
〇
年
』（
第
一
巻
））（
三
省
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堂
、
二
〇
〇
一
年
）
二
〇
七
│
二
三
二
頁
を
見
よ
。

（

）
S.T
achi,“La
souveraineté
etle
droitterritorialde
l’État”,R
evue
générale
de
droitinternationalpublic,tom
e
38

59（
3e
série,tom
e
5）（
1931）,pp.406-419.立
は
こ
の
論
考
の
発
表
後
、
そ
れ
を
「
基
礎
と
し
て
、
之
に
若
干
の
補
充
を
為
し
て
」
同
一

主
題
の
邦
語
論
文
（
立
作
太
郎
「
国
際
法
上
の
主
権
及
び
領
土
権
」『
国
家
学
会
雑
誌
』
第
四
七
巻
（
一
九
三
三
年
）
四
六
〇
│
四
九
六

頁
。）
を
著
し
て
い
る
。

（

）
S.T
achi,“Laporteouverteen
Chineeten
M
andchourie”,R
evuedroitinterntionaletlégislation
com
parée,tom
e61

60（
3e
série,tom
e
15）（
1934）,pp.585-623.

（

）
特
に
、
結
論
に
関
し
て
は
次
の
箇
所
を
見
よ
。
Ibid.,pp.619-623.

61
（

）
こ
の
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
日
本
に
つ
い
て
の
言
及
が
全
く
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
例

62え
ば
、
日
露
戦
争
以
降
の
満
州
を
日
本
の
勢
力
圏
内
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
歴
史
的
経
緯
（
Ibid.,pp.610-611.）
や
同
じ
く
日
露
戦

争
後
の
一
九
〇
五
年
に
開
催
さ
れ
た
日
中
間
の
会
議
（
Ibid.,p.616.）
等
へ
の
言
及
が
行
わ
れ
て
い
る
。

（

）
立
は
一
九
二
五
年
に
公
刊
し
た
論
考
に
お
い
て
も
「
国
内
的
問
題
即
ち
国
際
法
上
専
ら
紛
争
当
事
[国
]間
の
一
の
管
轄
権
に
属
す
る

63事
項
と
は
、
国
際
法
規
に
依
り
原
則
と
し
て
専
ら
一
国
の
管
轄
権
に
属
す
べ
き
こ
と
明
白
に
認
め
ら
れ
た
る
事
項
に
関
し
、
且
国
際
法
規

上
又
は
条
約
上
に
於
て
他
国
に
対
す
る
特
別
な
る
国
際
法
上
の
義
務
又
は
責
任
の
関
係
を
存
せ
ざ
る
問
題
な
り
と
為
す
べ
き
」（
立
作
太

郎
「
平
和
議
定
書
と
国
内
的
問
題
（
第
二
）」『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
第
二
四
巻
（
一
九
二
五
年
）
六
一
七
頁
。）
と
し
て
、「
国
内
的
問

題
」
を
極
め
て
狭
く
解
す
る
議
論
を
展
開
し
て
い
た
。
国
内
事
項
に
つ
い
て
の
立
の
考
え
方
は
、
立
作
太
郎
「
国
家
の
独
立
、
主
権
及
国

内
事
項
」『
国
家
学
会
雑
誌
』
第
四
三
巻
（
一
九
二
九
年
）
二
一
三
│
二
三
〇
頁
に
お
い
て
も
示
さ
れ
て
い
る
。

（

）
同
じ
く
一
九
三
四
年
に
立
は
『
現
代
日
本
』
に
中
国
に
お
け
る
門
戸
開
放
主
義
に
関
す
る
英
文
論
文
を
寄
稿
し
て
い
る
。
S.T
achi,

64“O
pen
D
oorin
China
and
M
anchuria”,Contem
porary
Japan,vol.3（
1934）,pp.571-587.立
は
、
邦
文
で
も
こ
の
問
題
に
つ
い

て
、「
支
那
に
於
け
る
門
戸
開
放
主
義
を
論
ず
」（『
法
学
協
会
雑
誌
』
第
五
一
巻
一
〇
号
（
一
九
三
三
年
）
一
│
五
一
頁
）、「
門
戸
開
放

主
義
を
論
ず
」（『
外
交
時
報
』
第
七
三
巻
（
七
二
四
号
）（
一
九
三
五
年
）
一
│
二
三
頁
）
等
々
で
論
じ
て
い
る
。

（

）
S.T
achi,T
hePrincipleoftheO
pen
D
oorin
China
and
M
anchoukuo（
T
he
K
enkyusha
Press,1937）,33
pp.尚
、
こ

65の
著
作
中
に
そ
の
発
行
地
の
記
載
は
見
出
さ
れ
ず
、
単
に
“Printed
in
Japan”、
“A
tthe
K
enkyusha
Press”と
記
さ
れ
て
い
る
の

法学研究 85 巻 2 号（2012：2）

32



み
で
あ
る
。

（

）
Ibid.,p.28.

66
（

）
Ibid.,pp.29-30.

67
（

）
Ibid.,pp.30-33.

68
（

）
立
作
太
郎
「
所
謂
国
際
法
上
の
国
内
問
題
に
関
す
る
或
る
研
究
」『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
第
三
〇
巻
（
一
九
三
一
年
）
六
〇
七
頁
。

69
（

）
A
m
erican
JournalofInternationalLaw
,vol.25（
1931）,pp.813-814
by
J.B.W
hitton.

70
（

）
R
evue
générale
de
droitinternationalpublic,tom
e
38（
3e
série,tom
e
5）（
1931）,p.108
par
R.G.

71
（

）
伊
藤
、
前
掲
論
文
、
四
六
一
│
四
八
八
頁
。
但
し
、
伊
藤
と
は
異
な
り
、
第
一
期
（
幕
末
か
ら
明
治
二
八
（
一
八
九
五
）
年
）
を
欧

72米
近
代
国
際
法
の
紹
介
・
継
受
の
時
期
（
前
史
時
代
）
と
し
、
第
二
期
（
明
治
二
八
年
か
ら
明
治
四
五
（
一
九
一
二
）
年
）
を
事
実
叙
述

と
先
例
資
料
の
重
視
、
英
米
学
説
へ
の
依
拠
の
時
期
と
す
る
論
者
（
横
田
喜
三
郎
「
わ
が
国
に
お
け
る
国
際
法
研
究
」『
東
京
帝
国
大
学

学
術
大
観
・
法
学
部
経
済
学
部
』（
一
九
四
二
年
）
二
三
六
│
二
四
一
頁
：
筒
井
若
水
・
広
部
和
也
「
学
説
一
〇
〇
年
史
・
国
際
法
」『
ジ
ュ

リ
ス
ト
』
四
〇
〇
号
（
一
九
六
八
年
）
二
一
六
│
二
一
九
頁
）
も
い
る
。

（

）
前
掲
拙
稿
「
日
本
の
国
際
法
学
『
対
外
発
信
』
の
一
〇
〇
年
」、
二
二
六
頁
。

73
（

）
村
瀬
は
、
日
本
に
お
け
る
国
際
法
の
法
源
論
の
歴
史
的
展
開
の
中
で
、
立
を
次
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
。「
日
本
に
お
け
る
法
源

74論
の
本
格
的
な
理
論
研
究
は
、
や
は
り
一
九
一
〇
年
代
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
立
作
太
郎
博
士
に
お
い
て
一
つ
の
到
達
点
を
迎
え
る
の
で

あ
る
。
わ
が
国
に
お
け
る
そ
れ
以
前
の
国
際
法
の
理
論
は
、
国
際
法
の
実
行
を
補
完
・
補
強
す
る
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
概
ね
そ
れ
は

実
行
の
中
に
埋
没
し
て
い
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
が
、
立
博
士
に
お
い
て
理
論
が
そ
の
埋
没
か
ら
脱
し
て
自
立
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で

あ
る
。」
村
瀬
、
前
掲
書
、
四
七
頁
。

（

）
因
み
に
、
立
は
所
謂
「
大
東
亜
国
際
法
」
理
論
を
扱
う
論
考
を
公
表
し
て
い
な
い
。
但
し
、
こ
れ
は
立
が
、
大
東
亜
国
際
法
理
論
が

75盛
ん
に
展
開
さ
れ
た
一
九
四
〇
年
代
前
半
に
、
執
筆
活
動
を
休
止
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
時
期
に
、
立
は
「
国

際
法
に
関
す
る
諸
主
義
」（『
国
家
試
験
』
第
一
二
巻
一
一
・
一
二
号
（
一
九
四
〇
年
）、
第
一
三
巻
一
号
（
一
九
四
一
年
））
や
「
米
国
外

交
上
の
諸
主
義
」（『
国
家
試
験
』
第
一
四
巻
一
二
号
（
一
九
四
二
年
）
等
々
を
発
表
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
間
接
的
に
「
大
東
亜
国
際

法
」
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
大
東
亜
国
際
法
」
理
論
と
当
時
の
日
本
の
学
界
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『
大
東
亜
国
際
法
』
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理
論
│
日
本
に
お
け
る
国
際
法
理
論
受
容
の
帰
結
│
」『
法
学
研
究
』
第
八
二
巻
一
号
（
二
〇
〇
九
年
）
二
六
一
│
二
九
二
頁
を
見
よ
。

（

）
国
際
法
受
容
期
の
日
本
の
国
際
法
学
者
が
目
指
し
た
国
際
法
学
の
方
向
性
は
、
立
に
先
行
し
た
安
達
峯
一
郎
が
、
御
雇
外
国
人
パ
テ

76ル
ノ
ス
ト
ロ
（
A
lessandro
Paternostro（
1852-1899））
の
明
治
法
律
学
校
に
お
け
る
国
際
法
講
義
の
通
訳
を
務
め
、
そ
の
訳
述
を

公
刊
す
る
際
に
付
し
た
次
の
言
葉
に
如
実
に
現
れ
て
い
る
。「
余
ヤ
不
肖
ト
雖
モ
請
フ
諸
君
ト
共
ニ
此
学
﹇
即
ち
、
国
際
法
学
﹈
ニ
従
事

シ
テ
日
本
国
民
ノ
真
地
位
真
利
福
ヲ
暢
達
セ
シ
メ
ン
。」（
伊
国
法
律
博
士
パ
テ
ル
ノ
ス
ト
ロ
ー
講
述
、
明
治
法
律
学
校
々
友
法
科
大
学
特

待
生
安
達
峰
一
郎
通
訳
、
明
治
法
律
学
校
々
友
中
村
藤
之
進
筆
記
『
国
際
公
法
講
義

完
』（
司
法
省
指
定
私
立
明
治
法
律
学
校
講
法
会
）

九
〇
七
頁
。）
尚
、
同
書
に
よ
れ
ば
こ
の
講
義
の
終
了
は
「
明
治
二
五
年
六
月
一
四
日
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
同
書
の
公
刊
年
は
記
載
さ

れ
て
い
な
い
。
森
征
一
「
パ
テ
ル
ノ
ス
ト
ロ
と
条
約
改
正
」『
法
学
研
究
』
第
六
九
巻
一
号
（
一
九
九
六
年
）
四
八
頁
で
は
、
明
治
三
一

年
九
月
一
七
日
が
そ
の
発
行
日
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（

）
幕
末
・
維
新
期
に
お
け
る
幕
府
や
明
治
政
府
が
行
っ
た
国
際
法
の
現
実
的
活
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
拙
稿
を
見
よ
。
K
.A
kashi,

77“Japanese‘A
cceptance’oftheEuropean
Law
ofN
ations:A
BriefH
istory
ofInternationalLaw
in
Japan
c.1853-1900”;in

M
.Stolleis/M
.Y
anagihara（
eds.）,E
astA
sian
and
E
uropean
Perspectiveson
InternationalLaw
（
Baden-Baden,2004）,

pp.1-21.

（

）
一
又
、
前
掲
書
、
一
二
三
頁
。
但
し
、
こ
の
引
用
文
の
内
容
に
は
歴
史
的
事
実
と
の
関
係
に
お
い
て
疑
義
が
残
る
表
現
も
あ
る
よ
う

78に
思
わ
れ
る
。

（

）
但
し
、
立
が
提
示
し
た
理
論
や
見
解
が
「
真
実
」
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
否
か
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
別
箇
の
問
題
で

79あ
る
。
立
が
提
示
し
た
個
別
的
理
論
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
一
例
と
し
て
、
次
の
文
献
を
見
よ
。
武
山
眞
行
「
普
仏
戦
争
と
日
本
の
領
海

幅
員
」『
法
学
新
報
』
第
一
一
六
巻
（
二
〇
〇
九
年
）
四
八
七
│
四
八
九
頁
。（
武
山
は
、
日
本
に
お
け
る
領
海
三
海
里
主
義
の
確
立
に
関

す
る
学
説
が
立
作
太
郎
と
板
倉
卓
蔵
の
何
れ
か
の
説
に
依
拠
し
て
お
り
、
し
か
も
、
両
説
と
も
誤
り
で
あ
る
旨
を
指
摘
し
て
い
る
。）
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